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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２６年１０月１６日（木）午前９時５９分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後４時２８分　散会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員
委 員 長 藤浦雅彦  副委員長 弘　　豊  委　　員 木村勝彦
委　　員 森西　正  委　　員 野原　修 

１．欠席委員
なし


１．説明のため出席した者
市　長　森山一正
都市整備部長　吉田和生 同部次長　土井正治
同部参事兼公園みどり課長　新留清志　　建築課長　林　弘一　　　　　
都市計画課長　江草敏浩　　同課参事　嘉戸善胤　　同課参事　秋庭伸正　　　　　

　　同課長代理　藤井芳明
土木下水道部長　山口　繁　　同部次長事兼下水道業務課長　石川裕司
同部参事兼道路管理課長　山本博毅　　　
道路交通課長　永田　享　　下水道事業課長　樫本宏充
道路交通課長代理　押部吾一　　
水道部長　渡辺勝彦　　

１．出席した議会事務局職員
事務局次長　川本勝也　　　同局主査　田村信也

１．審査案件（審査順）
認定第１号　平成２５年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
認定第５号　平成２５年度摂津市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の件
認定第２号　平成２５年度摂津市水道事業会計決算認定の件
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（午前９時５９分　開会）

○藤浦雅彦委員長　それでは、ただいま

から、建設常任委員会を開会します。

　理事者から挨拶を受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　このたび、委員長、副委員長におかれ

ましてはご就任おめでとうございます。

　台風一過、秋の行事と、皆さんには何

かとお忙しいところ、本日は委員会を開

催していただきまして大変ありがとうご

ざいます。

　本日は、平成２５年度の決算審査にか

かわるご審査を賜りますけれども、何と

ぞ慎重審査の上、ご認定いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。

　一旦、中座させていただきますが、ど

うぞよろしくお願いします。

○藤浦雅彦委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、木村委

員を指名いたします。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しております案のとおり行うことに

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○藤浦雅彦委員長　異議なしと認め、そ

のように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○藤浦雅彦委員長　再開します。

　認定第１号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　山口土木下水道部長。

○山口土木下水道部長　おはようござい

ます。

　それでは、認定第１号、平成２５年度

摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、土

木下水道部にかかわります部分につきま

して、目を追って、その主なものについ

て補足説明させていただきます。

　決算事項別明細書に従いまして、まず、

歳入から説明させていただきます。

　一般会計決算書、３２ページをお開き

願います。

　款１３使用料及び手数料、項１使用料、

目３衛生使用料、節３クリーンセンター

使用料は関西電力株式会社の電柱などの

占用料でございます。

　目４農林水産業使用料、節１水路使用

料は大阪ガス株式会社ほか４件の法定外

水路占用料でございます。

　目５土木使用料、節１道路使用料は関

西電力株式会社など、ほか５４件の道路

占用料でございます。

　節４駐車場使用料は千里丘東、フォル

テ摂津、摂津駅、南摂津駅及び阪急摂津

市駅の各自動車及び自転車駐車場の使用

料と駐車場用地使用料でございます。そ

のうち、駐車場用地使用料は、千里丘駅

西自転車駐車場並びに正雀駅南第一自転

車駐車場敷地内ほか１件の関西電力株式

会社の電柱使用料でございます。

　３４ページをお開き願います。

　項２手数料、目１、節１総務手数料の

うち、下から２行目の諸証明手数料は道

路幅員証明３７件の手数料でございます。

　目２衛生手数料、節５し尿処理手数料

はし尿浄化槽汚泥の処分手数料及び浄化

槽清掃業許可申請手数料ほか１件でござ

います。

　３６ページをお開き願います。

　目３農林水産業手数料、節２明示手数

料は水路敷地境界明示１６件の手数料で

ございます。

　目４土木手数料、節１明示手数料で、

上から１行目は道路敷地境界等明示７８

件の手数料でございます。

　３８ページをお開き願います。

　款１４国庫支出金、項２国庫補助金、
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目４土木費国庫補助金、節１地籍調査費

補助金は都市再生地籍調査委託補助金で

ございます。

　節２道路橋りょう費補助金は社会資本

整備総合交付金で、橋梁耐震化対策実施

設計と道路舗装及び道路調査でございま

す。

　４０ページをお開き願います。

　節５交通安全対策費補助金は、正雀南

千里丘線外２路線（阪急正雀駅前）道路

改良工事補助金でございます。

　４６ページをお開き願います。

　款１５府支出金、項２府補助金、目３

衛生費府補助金、節２権限移譲交付金は、

下水道業務課の浄化槽法に係る届け出受

理などの事務の権限移譲に係る交付金で

ございます。

　４８ページをお開き願います。

　節５土木費府補助金、節２地籍調査費

補助金は、都市再生地籍調査委託補助金

でございます。

　項３委託金、目２土木費委託金、節１

土木管理費委託金は、大阪府からの河川

環境整備工事委託金と、５０ページ、鶴

野橋外ポンプ管理委託金及び自転車等移

動保管業務委託金でございます。

　款１６財産収入、項１財産運用収入、

目１財産貸付収入、節１土地建物貸付収

入は、上から３行目、土地貸付収入１件

でございます。

　５８ページをお開き願います。

　款１９諸収入、項４、目２雑入、節１

雑収入で、当部に関係いたしますものは、

道路管理課では、電力売却収入と、６０

ページ、道路占用料相当額支払金と損害

賠償保険金で、その下、道路交通課では、

自転車等移動保管料、自転車等鉄屑処分

金、放置自転車対策協力金と定期駐車カー

ド再発行料でございます。続きまして、

下水道業務課では、クリーンセンター廃

止負担金で、その下、下水道事業課では、

水路占用料相当額支払金でございます。

　以上が、歳入の主な内容でございます。

　引き続き、歳出につきましてご説明申

し上げます。

　事務報告書につきましては、道路管理

課は２１９ページから、道路交通課は２

２９ページから、下水道業務課は２４５

ページから、下水道事業課は２５１ペー

ジから記載をいたしておりますので、あ

わせてご参照賜りますよう、お願い申し

上げます。

　１３６ページをお開き願います。

　款４衛生費、項２清掃費、目１清掃総

務費、節９旅費は、浄化槽に係る権限移

譲業務などの事務に係る旅費でございま

す。

　１３８ページをお開き願います。

　節３し尿処理費につきましては、その

執行率９６．７％でございます。詳細に

つきましては、決算概要の１０２ページ

から１０５ページに記載いたしておりま

すので、あわせてご参照願います。

　その主な内容といたしまして、節７賃

金では、クリーンセンターにおいて、し

尿などの前処理業務に従事する臨時職員

の賃金でございます。

　節１１需用費では、クリーンセンター

の維持管理に係る消耗品費や光熱水費、

修繕料などでございます。

　１４０ページ、節１３委託料では、し

尿収集運搬委託料ほか、クリーンセンター

の諸施設に係る委託料でございます。

　節１９負担金、補助及び交付金では、

吹田市正雀終末処理施設に係る維持管理

負担金及び整備負担金のほか、し尿及び

浄化槽汚泥の処理に係る負担金でござい

ます。

　節２２補償、補填及び賠償金では、し

尿汲み取りから公共下水道への切りかえ
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に伴うし尿収集業者への補償金でござい

ます。

　１４４ページをお開き願います。

　款５農林水産業費、項１農業費、目４

農業水路費につきましては、その執行率

９３．４％でございます。詳細につきま

しては、決算概要の１０６ページから１

０９ページに記載いたしておりますので、

あわせてご参照願います。

　その主な内容といたしましては、節７

賃金では、地元農業関係者による水路の

樋守及びゲートの管理に係る賃金でござ

います。

　節１１需用費では、農業用施設に係る

光熱水費及び修繕料などでございます。

　節１３委託料では、河原樋及び五久樋

ポンプ場の管理業務委託料でございます。

　節１５工事請負費では、用水側溝改良

工事でございます。

　１４６ページ、節１９負担金、補助及

び交付金では、神安土地改良区負担金ほ

か８件の負担金などでございます。

　１４８ページをお開き願います。

　款７土木費、項１土木管理費、目１土

木総務費につきましては、その執行率９

４．６％でございます。詳細につきまし

ては、決算概要の１１２ページから１１

３ページに記載をいたしておりますので、

あわせてご参照願います。

　１５０ページをお開き願います。

　その主な内容といたしましては、節１

３委託料では、土木維持作業業務に係る

委託料でございます。

　節１６原材料費では、土木維持作業に

係る補修用材料費でございます。

　節１８備品購入費では、土木維持作業

に係る機械器具費でございます。

　節１９負担金、補助及び交付金では、

日本道路協会負担金ほか３件でございま

す。

　節２８繰出金では、公共下水道事業特

別会計に対する繰出金でございます。

　目２交通対策につきましては、その執

行率９８．６％でございます。詳細につ

きましては、決算概要の１１２ページか

ら１１５ページに記載をいたしておりま

すので、あわせてご参照願います。

　１５２ページをお開き願います。

　その主な内容といたしましては、節１

１需用費では、放置自転車など保管事務

所の光熱水費と道路反射鏡定期修繕事業

費などでございます。

　節１３委託料では、平成１８年度から

指定管理者に駐車場管理を委託しており

ます委託料と公共施設巡回バス運行管理

業務委託料ほか８件の委託料でございま

す。

　節１４使用料及び賃借料では、ＪＲ西

日本旅客鉄道株式会社より借地しており

ます千里丘駅東自転車駐車場ほか３件の

土地借上料でございます。

　節１５工事請負費では、交通安全対策

工事としまして、夜間点滅式交差点鋲設

置工事及び道路反射鏡設置工事でござい

ます。

　節１９負担金、補助及び交付金では、

市内循環バス運行補助金などでございま

す。

　項２道路橋りょう費、目１道路橋りょ

う総務費につきましては、その執行率は

９５．１％でございます。詳細につきま

しては、決算概要の１１６ページから１

１７ページに記載いたしておりますので、

あわせてご参照願います。

　その主な内容といたしましては、節１

３委託料では、千里丘駅前広場管理委託

料、モノレール駅前広場管理委託料、摂

津市駅駅前広場管理委託料及び都市再生

地籍調査業務委託料などでございます。

　１５４ページをお開き願います。
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　目２道路維持費につきましては、その

執行率９０．１％でございます。詳細に

つきましては、決算概要の１１６ページ

から１１９ページに記載をいたしており

ますので、あわせてご参照願います。

　その主な内容といたしましては、節１

１需用費の修繕料では、道路管理に係る

維持管理経費などでございます。

　節１３委託料では、街路樹剪定委託料、

橋梁修繕及び耐震化対策実施設計委託料

ほか４件でございます。

　節１５工事請負費では、その主な内容

といたしましては、新在家鳥飼上線ほか

１６路線の道路維持工事でございます。

　目４交通安全対策費につきましては、

その執行率９９．９％でございます。詳

細につきましては、決算概要の１１８ペー

ジから１１９ページに記載をいたしてお

りますので、あわせてご参照願います。

　その主な内容といたしましては、節１

２役務費では、正雀南千里丘線外２路線

（阪急正雀駅前）道路改良事業に係る鑑

定手数料でございます。

　節１３委託料では、正雀南千里丘線外

２路線（阪急正雀駅前）道路改良事業に

係る測量委託料でございます。

　節１５工事請負費では、新在家鳥飼上

線ほか１路線の交通バリアフリー整備工

事などでございます。

　節１７公有財産購入費では、正雀南千

里丘線外２路線（阪急正雀駅前）道路改

良事業に係る２件の土地購入費でござい

ます。

　節２２補償、補填及び賠償金では、正

雀南千里丘線外２路線（阪急正雀駅前）

道路改良事業に係る移転補償費でござい

ます。

　続きまして、項３水路費、目１排水路

費につきましては、その執行率９６．１

％でございます。詳細につきましては、

決算概要の１１８ページから１２１ペー

ジに記載をいたしておりますので、あわ

せてご参照願います。

　その主な内容といたしましては、１５

６ページ、節１１需用費では、排水路施

設に係る光熱水費及び修繕料などでござ

います。

　節１３委託料では、味生排水機場ほか、

市内各ポンプ場の設備保守点検委託や排

水管及び水路しゅんせつ委託料などでご

ざいます。

　節１５工事請負費では、仏師水路、高

田線水路安全柵設置工事でございます。

　節１９負担金、補助及び交付金では、

番田水門内水対策負担金、番田水路事業

償還金負担金及び安威川左岸ポンプ場維

持管理負担金でございます。

　１７２ページをお開き願います。

　款８、項１消防費、目３水防費につき

ましては、執行率９８．８％でございま

す。詳細につきましては、決算概要の１

３２ページから１３３ページに記載いた

しておりますので、あわせてご参照願い

ます。

　その主な内容といたしましては、節１

６原材料費では、水防資材の備蓄を図っ

ております。

　節１９負担金、補助及び交付金では、

淀川右岸水防事務組合に対する負担金及

び安威川ダム建設に係る水源地対策特別

措置法第１２条に基づく負担金などでご

ざいます。

　以上、土木下水道部にかかわります平

成２５年度一般会計歳入歳出決算につい

ての補足説明とさせていただきます。

○藤浦雅彦委員長　続いて、吉田都市整

備部長。

○吉田都市整備部長　おはようございま

す。

　認定第１号、平成２５年度一般会計歳
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入歳出決算のうち、都市整備部にかかわ

ります部分につきまして、目を追って、

その主なものについて補足説明をさせて

いただきます。

　まず、歳入につきましてご説明を申し

上げます。

　摂津市一般会計歳入歳出決算書の３２

ページをお開き願います。

　款１３使用料及び手数料、項１使用料、

目５土木使用料、節３公園使用料は、関

西電力株式会社ほか６件の公園占用料で

ございます。

　次に、３６ページをお開き願います。

　項２手数料、目４土木手数料、節１明

示手数料のうち、都市計画道路敷地境界

明示手数料及び公園明示手数料でござい

ます。

　節２都市計画手数料は、用途地域証明

など、諸証明手数料でございます。

　節３開発申請等手数料は、都市計画法

第２９条の規定による開発行為の許可に

関する事務にかかわる開発許可等手数料、

開発不要証明手数料及び開発登録簿写し

発行手数料でございます。

　次に、４０ページをお開き願います。

　款１４国庫支出金、項２国庫補助金、

目４土木費国庫補助金、節３都市計画費

補助金は、社会資本整備総合交付金で、

新在家鳥飼上線道路整備事業に係る土地

購入費に対する交付金と、震災対策推進

事業にかかわります耐震診断補助金及び

耐震改修補助金でございます。

　次に、４６ページをお開き願います。

　款１５府支出金、項２府補助金、目５

土木費府補助金、節１都市計画費補助金

は、その内訳といたしまして、府景観条

例事務取扱交付金、耐震診断補助金、耐

震改修補助金、府自然環境保全条例事務

取扱交付金及び府特定設備等安全確保条

例交付金でございます。

　次に、４８ページをお開き願います。

　節３権限移譲交付金は、大阪版地方分

権推進制度実施要領に基づく権限移譲事

務交付金でございます。

　次に、５０ページをお開き願います。

　項３委託金、目２土木費委託金、節２

都市計画費委託金は、建築基準法施行事

務取扱委託金、都市計画法施行事務取扱

委託金及び大阪府福祉のまちづくり条例

委任事務委託金でございます。

　節３住宅費委託金は、住生活基本法に

基づく住生活総合調査委託金でございま

す。

　款１６財産収入、項１財産運用収入、

目２利子及び配当金、節１利子及び配当

金のうち、３段目の緑化基金利子でござ

います。

　款１７寄附金、項１寄附金、目１寄附

金、節１寄附金のうち、２段目の緑化事

業寄附金でございます。

　次に、５２ページをお開き願います。

　款１８繰入金、項２基金繰入金、目５

緑化基金繰入金、節１緑化基金繰入金は、

緑化推進事業への緑化基金繰入金でござ

います。

　次に、５８ページをお開き願います。

　款１９諸収入、項４雑入、目２雑入、

節１雑収入は、都市計画課の都市計画図

売却収入及び鉄道運輸機構負担金と建築

課の建築確認申請者負担金でございます。

　次に、歳出につきましてご説明を申し

上げます。

　摂津市一般会計歳入歳出決算書の１５

６ページをお開き願います。

　また、決算概要の１２０ページから１

２２ページ、並びに事務報告書につきま

しては、都市計画課は２０１ページから、

公園みどり課は２０７ページから、建築

課は２１５ページから記載いたしており

ますので、あわせてご参照をお願い申し
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上げます。

　款７土木費、項４都市計画費、目１都

市計画総務費では、執行率６８．９％で

ございます。

　節１報酬は、緑化推進嘱託員報酬及び

都市計画審議会委員報酬でございます。

　次に、１５８ページをお開き願います。

　節７賃金は、臨時職員賃金、緑化推進

委員賃金及び建築指導嘱託員賃金でござ

います。

　節８報償費、節９旅費及び節１１需用

費は、事務執行にかかわります経費でご

ざいます。

　節１３委託料は、ＧＩＳシステム保守

管理委託料、地形図修正図化委託料、緑

の基本計画改定業務委託料、都市計画マ

スタープラン策定委託料でございます。

　次に、１６０ページをお開き願います。

　節１４使用料及び賃借料は、電子複写

機レンタル料及びＧＩＳシステム借上料

でございます。

　節１９負担金、補助及び交付金は、そ

の主な項目といたしまして、摂津市既存

民間建築物耐震診断補助金、耐震改修補

助金、ＪＲ千里丘駅エレベーター設置負

担金及びＪＲ千里丘駅エレベーター設置

補助金ほか９件でございます。

　繰越明許費につきましては、ＪＲ千里

丘駅西口のエレベーター設置事業にかか

わります繰越明許であり、その内容とい

たしましては、決算概要の３０ページに

記載しております。繰越明許費、繰越計

算書の上から２段目の欄と決算概要１２

０ページの下から４段目の欄をご参照願

います。

　ＪＲ千里丘駅西口のエレベーター設置

に伴う負担金及び補助金では、事業主体

のＪＲ西日本並びに鉄道運輸機構を入れ

た三者によります基本合意に基づきまし

て、ＪＲ西日本が事業主体となり、国庫

補助制度を活用し、支障移転工事終了後、

速やかな本体工事に着手が図られるよう、

平成２５年度補正予算及び平成２６年度

への明許繰越について可決いただいてい

るところでございます。

　節２５積立金、緑化基金積立金でござ

います。

　節２７公課費は、公用車の車検に伴い

ます自動車重量税でございます。

　続きまして、目２街路事業費では、執

行率７７．５％でございます。詳細につ

きましては、決算概要１２２ページから

１２４ページをご参照願います。

　節８報償費、節９旅費及び節１１需用

費は、都市景観事業に伴います都市景観

まちづくり審議会、都市景観アドバイザー

委員会及び新在家鳥飼上線道路整備事業

にかかります事務執行経費でございます。

　節１２役務費のうち、新在家鳥飼上線

道路整備事業に伴います手数料でござい

ます。

　節１３委託料のうち、新在家鳥飼上線

道路整備事業に伴います物件補償算定委

託料でございます。

　節１７公有財産購入費は、新在家鳥飼

上線道路整備に伴います土地購入費でご

ざいます。

　明許繰越につきましては、用地買収に

伴う契約が年度末となり、年度内に所有

権移転登記の確認ができないため、土地

購入費のうち、前払い金を除いた残金を

明許繰越いたしたものであり、決算概要

３０ページに記載しております明許繰越

費繰越計算書の上から４段目の欄と、決

算概要１２４ページ、上から４段目の欄

をご参照願います。

　節１９負担金、補助及び交付金のうち、

都市景観形成活動助成金は、都市景観事

業における都市景観形成、市民団体に対

する助成金でございます。
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　次に、１６２ページをお開き願います。

　節２２補償、補填及び賠償金は、新在

家鳥飼上線道路整備事業に伴います物件

移転補償費でございます。

　続きまして、目３緑化推進費では、執

行率９３．４％でございます。詳細につ

きましては、決算概要１２４ページをご

参照願います。

　その主なものといたしまして、節１６

原材料費は、花いっぱい活動に対する助

成をはじめ、市内花壇などの育苗用の肥

料、土、樹木などの購入費でございます。

　節１９負担金、補助及び交付金は、摂

津市緑化推進連絡会の活動に対する補助

金でございます。

　続きまして、目４公園管理費では、執

行率９８．３％でございます。詳細につ

きましては、決算概要１２４ページから

１２６ページをご参照願います。

　その主なものといたしましては、節１

１需用費は、公園などの光熱水費及び修

繕料などでございます。

　節１３委託料は、都市公園など、施設

の機能維持を図るための公園管理委託料、

公園等砂場消毒清掃委託料、公園遊具点

検業務委託料及び公園台帳作成委託料で

ございます。

　節１６原材料費は、公園の維持管理に

係る砂場の砂、樹木などの保守用材料費

でございます。

　節１９負担金、補助及び交付金は、ち

びっこ広場を管理していただいている団

体に対する補助金でございます。

　節２７公課費は、公用車の車検に伴い

ます自動車重量税でございます。

　以上、認定第１号、平成２５年度摂津

市一般会計歳入歳出決算のうち、都市整

備部にかかわります部分につきましての

補足説明とさせていただきます。

○藤浦雅彦委員長　説明が終わりました。

　質疑に入りたいと思います。

　森西委員。

○森西正委員　おはようございます。

　建設常任委員会は初めてですので、少

し細かくなるかもわかりませんけれども、

よろしくお願いいたします。

　それでは、決算書のまず歳入のほうで

すけれども、３５ページですけれども、

し尿処理手数料ですけれども、収入未済

額が３３万５００円ありまして、不納欠

損額がゼロというふうなことになってお

ります。詳しく、この点、現状がどうなっ

ていて、どういうふうなものなのか、お

教え願いたいというふうに思います。

　続いて、５９ページですけれども、雑

収入の都市計画課で、鉄道運輸機構負担

金４６７万円ですけれども、これはどう

いうふうなものなのか、お教え願いたい

というふうに思います。

　続いて、概要のほうに行きたいという

ふうに思います。

　１０２ページですが、し尿収集事業の

し尿処理負担金、ここで残額が７８８万

４，８２２円の残額が出ておりますけれ

ども、負担金で残額がこれほど出ている

というのはどういうふうなものであるの

か、お教え願いたいというふうに思いま

す。

　続いて、概要の１０６ページ、農業水

路管理事業、そこのしゅんせつ負担金で

すけれども、これも３４万８，０００円

という残額が出ております。この点を教

えていただきたいと思います。

　続いて、１０８ページ、用水側溝改良

工事です。これの残額が１３１万７，３

５０円の残額があります。この残額につ

いても教えていただきたいというふうに

思います。

　続いて、１１２ページですけれども、

交通安全啓発事業です。事務報告書の２
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３１から２３３ページの中でも記載があ

りますけれども、その中で、交通安全運

転者講習会ですけれども、それの参加人

数が少ないような気がするんですけれど

も、その点、現状と今後をどのように考

えておられるのか、お答えいただきたい

というふうに思います。

　それと、交通安全教育の実施ですけれ

ども、この中では、幼稚園、保育所、小

学校、高校等がありますけれども、ここ

に中学校がありません。中学校に対して

の教育をどのように考えておられるのか、

お答えいただきたいというふうに思いま

す。

　続いて、１１２ページ、違法駐車追放

事業と放置自転車等対策事業ですけれど

も、この点については、近年の増減、平

成２５年度はそれ以前と比べて、どうい

うふうに変化が起こっているのか、教え

ていただきたいというふうに思います。

　１１４ページですけれども、市内循環

バス運行補助事業と公共施設巡回バス運

行事業、この乗客の推移、平成２５年度

はその前の２４年、２３年と比べて、ど

うなっているのか、教えていただきたい

というふうに思います。

　１１６ページ、道路敷調査明示事業で

すけれども、この中の手数料と公衆用道

路敷寄附申請測量委託料、これが予算現

額では数字が出て、決算額ではゼロになっ

ていて、全てが残額で未執行という形に

なっています。この点はなぜそういうふ

うになっているのか、教えていただきた

いと思います。

　続いて、１１６ページ、公共基準点管

理事業、ここが執行率が３８．５％とい

うことであります。この執行率が低いと

いうところ、教えていただきたいと思い

ます。

　続いて、同じページの下、新在家４０

号線外１路線道路用地取得事業（新規）

は金額的には少ないですけれども、手数

料と土地購入費で予算では出てまして、

決算ではゼロで、丸々残額で、執行率が

ゼロというふうなことになっております。

この点を教えていただきたいと思います。

　続いて、１１８ページですけれども、

狭隘道路整備事業の狭隘道路整備助成金

ですけれども、この執行率が３０．１％

となっていることに関して、お教え願い

たいと思います。

　続いて、正雀南千里丘線外２路線（阪

急正雀駅前）道路改良事業ですけれども、

この点は、土地購入費と移転補償費があ

りますが、この進捗状況を教えていただ

きたいというふうに思います。

　続いて、１２０ページですけれども、

ＪＲ千里丘駅西口エレベーター設置事業

ですけれども、先ほどもご説明をいただ

いたんですけれども、平成２５年度の執

行率１５．６％、残額の７，５９９万円

のうち、翌年度への繰越額が４，５００

万円ということでありますけれども、進

捗状況といいますか、どうなっているの

か、お教え願いたいと思います。

　続いて、１２２ページですけれども、

震災対策推進事業の中で、摂津市既存民

間建築物耐震診断補助金、これで９５万

円の残額が出ております。この点につい

てもお教え願いたいというふうに思いま

す。

　続いて、１２４ページですけれども、

新在家鳥飼上線道路整備事業ですけれど

も、この点も翌年度に繰越明許というよ

うな形になっております。進捗状況と、

土地購入費が１，１１９万２，８００円

というようなことでの残額があります。

その点もあわせて、お教え願いたいと思

います。

　続いて、公園維持管理事業ですけれど
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も、この中で、都市公園、ちびっこ広場

等の維持管理というふうなことになって

おりますけれども、この辺の管理状況、

ちびっこ広場、都市公園、雑草が生えて

おってというようなことがよく見受けら

れますけれども、その点の管理はどうい

うふうになっているのか。そして、公園

の遊具の点検ですけれども、ほとんど、

これ残額が出ておらずに、執行率、１０

０％に近い執行率ですけれども、全てちゃ

んと点検ができておって、こういうふう

な１００％の執行率になっているのか、

まだ十分ではないのか、お教え願いたい

と思います。

　続いて、１３２ページですけれども、

水防事務事業です。この中で、淀川右岸

水防事務組合負担金を出されておられま

すけれども、水防団の方から少し聞いた

ことがあるんです。台風が今年度何個か

接近してきてまして、消防団は出動があ

ると、水防団は出動がないというふうな

ことでありまして、実際にそういうふう

な出動が生じてくるのか、その点、どう

いうふうになっているのか、お教え願い

たいというふうに思います。

○藤浦雅彦委員長　たくさん質問が出ま

したので、順次答弁をお願いしていきた

いと思います。

　それでは、石川次長。

○石川土木下水道部次長　下水道業務課

にかかわるご質問についてお答えいたし

ます。

　まず、１点目のし尿処理手数料でござ

いますけれども、不納欠損がゼロで、収

入未済額が３０万円を超えているという

ような状況でございますけれども、し尿

手数料の時効としては、期間は５年でご

ざいまして、この５年以内に粘り強く催

告等を行っておりまして、不納欠損には

至っておりません。

　その取り組み状況でございますけれど

も、平成２５年度末には３３万５００円

の未済額がございましたのが、現在では、

１９万６，９００円というふうに減って

きております。引き続き、粘り強く催告

を行っていって、不納欠損の発生を防ぎ

たいと考えております。

　次に、し尿収集事業のし尿処理負担金

における残額７８８万４，８２２円につ

いてのご質問でございますけれども、こ

れは上半期は正雀下水処理場で処理をし

ておりまして、下半期については豊能町

のほうに処理をお願いしているという中

で、年間の処理量が当初の見込みに比べ

て減少したということ、それから単価に

つきましても、豊能町の方から当初聞い

ていた単価よりも減額になっているとい

うようなことから、残額が発生しており

ます。

○藤浦雅彦委員長　江草課長。

○江草都市計画課長　都市計画課に関す

る質問のうち、千里丘西口エレベーター

の質問についてお答えさせていただきま

す。

　まず、１点目の鉄道運輸機構負担金で

ありますけれど、これにつきましては、

千里丘地区の南北分断解消を目的といた

しまして、平成２４年１１月２９日に、

摂津市とＪＲ西日本、鉄道建設運輸施設

整備機構の三者におきまして、東海道本

線千里丘駅連絡通路に関する基本合意書

を交わしまして、これに基づき入金され

たものでございます。これにつきまして

は、ＪＲ千里丘駅西口の工事費のうち６

分の１を鉄道建設運輸施設整備機構のほ

うから摂津市のほうが一時預かりまして、

この金額とあと摂津市の補助金を合わせ

てＪＲ西日本のほうに支出するものでご

ざいます。

　あと、１点、千里丘西口エレベーター
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の現在の進捗状況でございますけれど、

本年８月に工事に関する地元の説明会を

実施させていただきまして、現在、地下

の基礎杭の施工が終わりまして、順次、

建屋の建設のほうに移っていく予定とお

聞きしております。現在のところ、年内

にエレベーターの供用開始ができるよう

な見込みということでお聞きしておりま

すけれど、鉄道と住宅との近接工事とい

うことがありますので、今後とも進捗状

況、工程等については、情報収集及びＪ

Ｒ西日本と協議しながら、監視、監督し

てまいりたいと考えております。

○藤浦雅彦委員長　林課長。

○林建築課長　決算概要の１２２ページ、

摂津市既存民間建築物耐震診断の補助金

の残額９５万円について、答弁いたしま

す。

　平成２５年度予算といたしましては、

木造住宅１８件分で８１万円、非木造住

宅２件分で５万円、特定建築物分１００

万円の合計１８６万円という形で予算計

上させてもらっております。木造住宅分

１８件の８１万円については全て予算を

消化している状況でございまして、あと、

残る非木造と特定建築物分についてはゼ

ロ件ということでございました。ただし、

耐震改修補助金のほうで予算を６件で見

ておったんですが、予算を上回って７件

ということで、１件分、耐震診断のほう

から１０万円移動させていただきました。

したがって、当初予算１８６万円から８

１万円と１０万円を差し引いて９５万円

の残額が出ている状況でございます。

○藤浦雅彦委員長　嘉戸参事。

○嘉戸都市計画課参事　それでは、ご質

問のうち、新在家鳥飼上線に関すること

につきましてご答弁申し上げます。

　新在家鳥飼上線の進捗状況につきまし

てですけれども、予定といたしましては、

平成２５年、２６年の２か年で用地の買

収を行いまして、２７年度に工事を行う

予定で進めております。現在のところ、

昨年度に引き続きまして、２５年度から

用地買収を始めまして、６名の地権者の

うちの３名の方と契約ができたという状

況です。現在、平成２６年度も、残りの

３名の方との交渉を引き続き、続けてい

るところでございます。

　あと、もう一つ、新在家鳥飼上線の土

地購入費の残額につきまして、残額が１，

１１９万２，８００円と大きな額になっ

てございます件ですけれども、そのうち、

大半が次年度への繰越額８９０万６，２

００円でございます。残りの差額につき

ましては、２５年度に入りまして、土地

の鑑定をきっちり行いました関係で、当

初見込んでおりました単価と正式な鑑定

で得られた単価との差額が出たものでご

ざいます。

○藤浦雅彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　森西委員の下水

道事業課にかかわる質問についてお答え

させていただきます。

　まず、農業水路管理事業のしゅんせつ

負担金の残額について、しゅんせつ負担

金というものですが、これは地元の水路

に対して、地元の水利委員により、地元

の方々で農業水路のしゅんせつ活動をし

ていただいております。これを１人当た

り３，０００円という単価で、年間６０

０名の予算で計上しております。これに

つきましては、そのしゅんせつの活動さ

れる出席の人数によって請求されてこら

れます。毎年、決まった人数ではござい

ません。大体６００名を見ています。平

成２５年度につきましては、４８４名の

請求がありました。よって、残り１１６

名かける３，０００円分が残額となって

ものでございます。
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　次に、用水側溝改良工事につきまして、

残額が多いということについてのご質問

にお答えさせていただきます。

　この用水側溝改良工事は、鶴野３丁目

４番、５番地内のところで、過去におい

て、用水側溝として底の深いＵ型の側溝

がございました。この地区の田んぼがな

くなった箇所につきまして、この用がな

くなりましたので、埋める作業を続けて

行っております。例年、１８０メートル

程度の施工範囲を考えておったんですけ

れども、今回の施工範囲のところで、約

６０メーターほどですけれども、埋める

ことができなくなりました。そのために、

施工延長が変わったことによりまして、

当初の予算の金額よりは決算の額が減っ

たという形になっております。

　次に、淀川右岸水防事務組合で、水防

団の出動と消防団の出動の違いについて

のご質問があったと思います。これにつ

いてお答えさせていただきます。

　水防団のほうの出動につきましては、

淀川右岸水防事務組合におきまして、水

防計画にのっとりまして、河川の水位に

よって、その警戒態勢が変わってきます。

こういう下で、水防団の出動の規模が変

わってくるように定められております。

消防団の出動形態については詳しく存じ

上げませんが、水防団のほうは、主に河

川の水位によって出動の規模が変わると

いうことですので、おそらく消防団と水

防団との出動の基準が違うのではなかろ

うかと推察します。

○藤浦雅彦委員長　山本参事。

○山本土木下水道部参事　それでは、森

西委員の１回目の質問にお答えさせてい

ただきます。

　９番目の決算概要１１６ページの道路

敷調査明示事業におけます公衆用道路敷

寄附申請測量委託料が、当初１３０万円

の執行がゼロという内容でございました

けれども、これは道路敷を寄附していた

だくものでございまして、平成２５年度

におきましては寄附がなかったものでご

ざいまして、３月いっぱいまでそういう

状況をお待ちしていたものですので、１

３０万円が残として残っておるものでご

ざいます。

　それと、公共基準点管理事業でござい

ますけれども、これは公共基準点、道路

上にあります境界点なんですけれども、

これの復元を目的としておりまして、遺

失だとか、亡失されたときには復元する

ための予算でございまして、実際には、

３月までに３点程度復元することだけに

なりましたので、残りを不用額としてい

るものでございます。

　新在家４０号線外１路線道路用地取得

事業でございますけれども、この件につ

きましても、協議は行っておりましたけ

れども買収にまで至らなかったというこ

とで、実際には支出がなかったものでご

ざいます。

　１１８ページの狭隘道路整備助成金で

ございますけれども、補正によりまして

減額しておりまして、その時点で４８１

万３，０００円、これは、平成２５年度

における申請件数、協議の中で、支払い

が起こり得るという額を残しておったも

のでございまして、実際には、書類が整っ

て、お支払いができた内容が１４５万円

ということで、残りを不用額としたもの

でございます。

○藤浦雅彦委員長　永田課長。

○永田道路交通課長　森西委員の交通安

全教育に関して、幼稚園、高校、小学校

は教育がされておるが、中学校はされて

いないという質問に対してお答えさせて

いただきます。

　まず、事務報告書の２３２ページのほ
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うに、交通安全教育実施状況を書かせて

いただいておりまして、その表の中で、

向かって右側の表の一番下段の部分と２

３３ページのほうに、中学校のクラブキャ

プテンを対象にして交通安全教室を実施

させていただいております。これは、主

に自転車の安全運転に関する内容を教育

する教室を開かせていただいたんですけ

れども、まず、中学校というのは、学校

に自転車で登校というのはございません。

対外試合とかに関して、自転車に乗って

外を走るケースがあるということで、そ

このクラブのキャプテンをまず部員各位

の先頭に立って指導してもらいたいとい

う立場から、クラブキャプテンを対象に

して、第一中学校から第五中学校まで全

て、教室を開催させていただいておりま

す。

　続きまして、市内循環バスと公共施設

巡回バスの近年の推移についてお答えさ

せていただきます。

　市内循環バスにつきましては、平成２

５年の３月に、市役所を起点とした運行

ルートから、千里丘を起点とした運行ルー

トに変更をかけております。それと、公

共施設巡回バスにつきましては、平成２

５年８月に、鳥飼地域の公共交通を補完

する公共交通としてセッピィ号を走らせ

ていただいておるんですけれども、地元

の要望もありまして、鳥飼西地域に乗り

入れ延伸をしております。

　それで、推移でございますが、まず循

環バスにつきましては、平成２５年度が

利用者数約１万９００人、平成２４年度

におきましては約９，４００人、平成２

３年度につきましては１万１００人とい

うような利用者数になっておりまして、

平成２５年の３月のルート変更に伴いま

して、平成２４年度から平成２５年度に

かけましては、１年間で１，５００人ほ

ど増加している状況でございます。

　続きまして、公共施設巡回バスにつき

ましては、平成２３年度が約１万６，０

００人、平成２４年度が約１万５，００

０人、平成２５年度が約１万３，６００

人と、徐々に減少傾向がありまして、こ

の平成２５年８月のルート変更から、延

伸したことによって便数が減ったことで、

利用者数が、平成２４年度に対して平成

２５年度は１，５００人ほど減少してお

ります。ただ、便数に関しましては、１

便当たりの利用者数につきましては、平

成２４年度が６．２人、平成２５年度は

６．４人と横ばい状態というような内容

で、便数が減したことで利用者数の減に

なっているような状況ではございます。

　ただ、鳥飼地域、鳥飼西も含めまして、

市民の皆さんの公共交通の利便性を向上

するためには、鳥飼西も必要だと思いま

すので、このままの状況を見た中で、各

バス停の利用者数も見ながら、今後また

検討のほうをしてまいりたいと考えます。

　それから、正雀南千里丘線外２路線

（阪急正雀駅前）道路改良事業の今後の

進捗状況についてのお問いなんですけれ

ども、平成２５年度において、２件の移

転を契約して、既に更地になって、今年

度、その部分については道路の暫定的な

歩道設置工事を行いました。

　今後の進捗につきましては、残りが約

５０％ほどまだ残っております。この５

０％残っている土地に関しまして、全て

国有地が地図上残っておりまして、この

公図上水路、国有地水路になるんですけ

れども、この国有地があることで、今、

各土地の確定作業ができなく、支障を来

している状態です。対策としましては、

今後、この国有地に関しまして、地権者

のほうと協議して、その処理に向けて、

まず地図の整理をしていく作業を行う予
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定です。これにつきましては、国に対し

てですので、近畿財務局のほうとも協議

を並行して進めているところでありまし

て、この処理が終わらなければ次のステッ

プには進めないというような状況になっ

ております。

○藤浦雅彦委員長　押部課長代理。

○押部道路交通課長代理　道路交通課に

かかわりますご質問のうち、違法駐車、

放置自転車の関係でのお問いについて答

弁させていただきます。

　現状ですけれども、まず違法駐車につ

きましては、統計をとらせていただいて

います平成９年以降なんですけれども、

基本的には減少傾向にございます。ちな

みに、平成２０年以降の状況なんですけ

れども、違法駐車の確認方法の場合、瞬

間駐車台数、パトロール時のチラシ等の

張りつけ件数、この２点で統計をとらせ

ていただいているんですけれども、瞬間

駐車台数につきましては、重点地域、正

雀駅周辺、それとＪＲ千里丘駅の西側、

東側、この３か所で統計をとらせていた

だいているんですけれども、平成２０年

で２１．２台、平成２１年で２５．３台、

平成２２年度で２１．８台、平成２３年

度で１８．８台、平成２４年度が１７．

７台、平成２５年度、若干増加いたしま

したけれども、１８．３台というような

形で推移してきております。

　それと、今、先ほど申し上げましたチ

ラシ等の張りつけ状況なんですけれども、

この状況につきましても、平成２０年以

降、１日平均、平成２０年度が１９台、

２１年度１５．８台、平成２２年度１３．

５台、平成２３年度１０．２台、平成２

４年度９．４台、２５年度、若干増加い

たしまして１０．８台というような状況

になってございます。

　放置自転車の関係ですけれども、こち

らにつきましても、基本的には減少傾向

にございます。平成２３年度で移動保管

をさせていただいた台数が約１，９００

台、平成２４年度が約１，７９０台、平

成２５年度が１，６９０台というような

形で推移いたしております。ちなみに、

引き取りにお見えにならなかった場合の

鉄屑処分としての処分台数なんですけれ

ども、こちらのほうにつきましては平成

２３年度が５８２台、平成２４年度が８

２６台、平成２５年度が７７４台という

ような形で推移いたしております。

○藤浦雅彦委員長　新留参事。

○新留都市整備部参事　公園維持管理事

業についてのご質問にお答えさせていた

だきます。

　この公園維持管理事業の中で、管理状

況はということでございましたが、事業

内容につきましては、ここにも記入させ

ていただいておりますが、都市公園、ち

びっこ広場等の維持管理を実施しておる

ところでございます。この中身につきま

しては、都市公園が４１か所、ちびっこ

広場は９５か所、緑地・緑道等が２７か

所、その他、東一津屋に１か所ございま

す。これらの施設、樹木、遊具等の維持

管理を行っておるところでございます。

　それから、ちびっこ広場の管理につい

てどうなっているんだということであっ

たと思うんですが、ちびっこ広場につき

ましては、地元自治会等に対して、管理

補助金を出しております。この補助金に

つきましては、管理自治会数等が６７団

体、対象箇所数が９０か所につきまして

１２３万５，０００円の補助金を出して

おるところでございます。この交付の趣

旨ですが、摂津市ちびっこ広場補助金交

付要綱に基づきまして、ちびっこ広場の

清掃、それから除草、その他の環境整備

作業を行う自治会とか、愛護会、こども
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会等に対して交付しておるものでござい

ます。

　それから、遊具の点検をちゃんとやっ

ているのか、１００％になっているのか

というお問いであったと思うんですが、

遊具の点検につきましては、公園遊具点

検業務委託をさせていただいております。

これにつきましては、委託料が１２２万

８，５００円、実施箇所につきましては、

都市公園、ちびっこ広場等の遊具の点検

を実施しております。点検遊具につきま

しては、都市公園２７４基、ちびっこ広

場が３３７基、計６１１基を点検したも

のでございます。

　それで、この点検の目的でございます

が、我々が管理する遊具の適切な機能を

保持するために、日本公園施設業協会が

定めております遊具の安全に関する基準

に基づきまして、目視、触診、打診等に

よる点検を行っております。

　それから、この遊具の執行形態であり

ますが、これにつきましては我々、設計

を行い、入札、発注を行っておるところ

でございます。

　除草の回数につきましては年２回、基

本、春の繁茂してくる時期、それと秋の

時期に年２回させてもらっておるところ

でございます。

○藤浦雅彦委員長　永田課長。

○永田道路交通課長　１点答弁が漏れて

いました。交通安全の運転者講習会の参

加人員についてのお話があったかと思う

んですけれども、それについてお答えさ

せていただきます。

　今現在、交通安全運転講習会につきま

しては、各地域ごと、千里丘地域、鳥飼

地域、正雀地域、一津屋地域、それと別

府地域、それと全地域というふうな形で、

６対象地域に対して、各実施場所、小学

校だとか、公民館のほうで開催させてい

ただいております。

　参加に関しましては、各支部役員のほ

うにお声がけさせていただいて、そこか

ら参加の方々に招集といいますか、市の

ほうからもはがきを通知させていただい

たり、あるいは広報に載せて、開催の通

知はさせていただいております。参加人

員が少ないということでありますが、会

場の段取りだとか、日時の都合等もあり

ますので、今後、支部役員さんのほうと

も相談しながら進めてまいりたいと考え

ております。

○藤浦雅彦委員長　おおむね答弁があっ

たと思います。もし漏れていれば２回目

のご質問でお願いします。

　森西委員。

○森西正委員　それでは、し尿処理手数

料の件ですけれども、不納欠損はないと

いうことで、徴収をいただいているとい

う、ご努力をいただいているというふう

に思っております。

　前にも、うちの自治会のほうで、し尿

の処理の件に関して、少しトラブルがあ

りました。市のほうでは把握をされてい

て、し尿の処理をされているというふう

なことで、業者のほうがくみ取りをされ

るときに、ここは生活をしているようで

もないからということで、そこを飛ばし

たというふうな、してなかったというふ

うなことがあります。その点、市のほう

と業者との乖離というのは、そこは特別

であったのか、またほかにそういうふう

な部分というのは生じておるのか。

　実際に、においといいますか、そうい

うふうな部分で、迷惑をされるのは近隣

の方でありますし、ずっと家をあけてい

て、もしくは早朝に仕事に出て、深夜に

帰ってくるという方がおられると、寝る

だけに帰ってくるというような方もおら

れると思います。その点の把握とか、そ
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の点はどういうふうになっておるのか、

お聞きをしたいというふうに思います。

　農業水路の件ですけれども、最近、大

雨といいますか、台風、集中豪雨が多発

しておりますけれども、水路の底、ヘド

ロですけれども、その対策というのは、

どういうふうな対応をとっておられるの

か。やはり、だんだんとヘドロがたまっ

てきますと、水面が上がってくるのは当

然だというふうに思います。そうなりま

すと、やはり洪水、浸水というような、

そういうふうなことが発生する可能性と

いうのは生じてくると思いますけれども、

その点、どういうふうになっておるのか、

お聞かせいただきたいというふうに思い

ます。

　交通安全の件ですけれども、交通安全

講習会の件に関しては、できるだけ多く

の方が講習会に参加をしていただいて、

やはり交通安全の意識をしていただきた

いというふうに思いますけれども。どう

も見ていますと、毎回同じような顔ぶれ

の方が、だんだんと参加されている方も

高齢の方が多くて、その方がだんだんと

高齢になって、運転免許証を返納されて、

講習会に参加をされる方が減ってくるよ

うに思います。若い人の参加といいます

か、やはり摂津は事業所、運送の関係の

事業所が多いですから、そういうふうな

ドライバーの方に呼びかけといいますか、

交通安全の講習を受けていただくとか、

もし忙しいのであれば、別の機会にそう

いうふうな講習をしていただくとか、そ

ういうふうな対策といいますか、対応を

とっていただきたいというふうに思いま

すので、よろしくお願いします。

　交通安全の教育に関してですけれども、

中学生はクラブのキャプテンを対象にと

いうようなことでされているようであり

ます。そのキャプテンの方が、部員に交

通安全といいますか、講習を受けられて、

それを指導されたらいいですけれども、

なかなかそうはいかないと思うんです。

自分ので精一杯であったりとか、ついつ

い若いですから、無謀な走りをされたり

とかというようなことがあると思います

ので、ぜひ、その辺、中学生に対して、

よく、やはり見受けられるのは、学生の

自転車の運転が危険であって、本人は若

いし、運動神経がいいから、さっと運転

をされるというふうに見られます。ぜひ

ともその点を、中学生の生徒にも講習会

を受けていただくとか、そういうふうな

教育を進めていただきますように、よろ

しくお願いしたいというふうに思います。

　学生の間、中学生、クラブのキャプテ

ンの人には講習をされています、教育を

されていますけれども、小学生の１年生

から中学生、高校を卒業するまで、学生

の間に、講習を受けるという、交通安全

の教育を受けるというふうなことであり

ますと、小学校で講習を受けるのみとい

う児童生徒が多くなろうかと思います。

やはり、これは、常日ごろから交通安全

の教育というのはしていかなければなら

ないというふうに思いますので、頻繁に、

やはりそういうふうな教育を進められる

ような体制づくりとか、そういうふうな

部分も考えていただきたいというふうに

思います。もし、答弁がいただけるので

あれば、よろしくお願いしたいというふ

うに思います。

　市民からは、自転車安全利用倫理条例

ができて、自転車が通行しやすいような

道路整備とか、その辺はハード面になり

ますけれども、そういうふうな整備を進

めていただくとか、むしろ、それが無理

であれば、ソフト面をやはり充実してい

ただいて、自転車の運転を安全に運転し

ていただけるような、そういうふうな部

－16－



分を進めていただきたいというような声

もありますので、その点、どういうふう

な考えを持っておられるのか答弁をよろ

しくお願いしたいというふうに思います。

　違法駐車、放置自転車の件ですけれど

も、推移を見ていますと、だんだんと少

なくはなっているのかなというふうには

思っております。これは自動車離れとか、

そういうふうな部分も一つあるのかなと

いうふうには思っておりますので、１台

でも違法駐車、放置自転車がなくなりま

すように、これからも進めていただきま

すように、よろしくお願いしたいという

ふうに思います。

　市内循環バスと公共施設巡回バスです

けれども、市民からはさまざまな意見を

頂戴するんです。今、走っているルート

以外でも走らせてほしいというようなこ

ともあったり。公共施設の巡回バスであ

りますと、なぜ無料なのか、有料で費用

をとるべきではないかというような、そ

ういうふうな市民からの声もあります。

今後、この市内循環バスと公共施設巡回

バスをもう少し推移を見ながら、現状の

ままで進めるというような考えであるの

か、また違った考えといいますか、前に

いいような形で進めるというような考え

を持っておられるのか、その点、お聞き

したいというふうに思います。

　道路敷調査明示事業についてはよくわ

かりましたので、もう答弁は結構です。

　公共基準点管理事業についてもわかり

ましたので、もう答弁は結構です。

　新在家４０号線外１路線道路用地取得

事業の未執行についてですけれども、用

地買収に至らなかったということであり

ますけれども、この事業というのは、今

後も用地買収できるまで進めていくとい

うような考えなのか、お聞きしたいとい

うふうに思います。

　続いて、狭隘道路整備助成金ですけれ

ども、この件に関してはわかりました。

　正雀南千里丘線外２路線（阪急正雀駅

前）道路改良事業に関してですけれども、

この点に関しては内容はよくわかりまし

たけれども、この前、私も一般質問のほ

うで質問をさせていただきましたけれど

も、都市計画道路の廃止に伴って質問さ

せていただきました。大阪府のほうに要

望をしていくというふうなことでありま

すけれども、この前の本会議でも答弁を

いただきましたけれども、もう一度、何

か考えられないのか、大阪府に対しては

要望だけでということでしか無理なのか、

その点、もう一度、聞きたいというふう

に思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

　ＪＲ千里丘西口エレベーターに関して

はわかりました。年内供用に向けて、ぜ

ひともおくれないように、ぜひともその

点は先方とも、相手方とも交渉していた

だいて、よろしくお願いしたいというふ

うに思います。

　震災対策推進事業の摂津市既存民間建

築物耐震診断補助金についてはわかりま

した。何分、相手があることですから、

どれだけ希望があるかということであり

ますので。木造も非木造もですけれども、

やはり、建築されて、かなりの年数がたっ

てきたという建物も数多くありますので、

もし災害が起こって、自分の建物だけで

なく、被害を周りに及ぼさないような形

にする。そのためにも、やはり耐震診断

を受けていただくように、ぜひともこれ

からも進めて、１件でも多く受けていた

だきますように、この点は要望とさせて

いただきます。よろしくお願いします。

　続いて、新在家鳥飼上線道路整備事業

ですけれども、この点も、ぜひとも平成

２５年、平成２６年で用地買収というふ
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うなことであります。まだ、用地買収が

できていないところもあるというふうな

答弁であります。この点はぜひとも進め

ていただいて、平成２７年には工事をで

きますように、よろしくお願いしたいと

いうふうに思います。あそこを通ってい

ますと、やはり歩道がありませんから、

本当にもう危険で、いつ事故が起こって

もおかしくない、そういうふうな危険な

場所でありますから、私も、自転車を乗

りながら、歩行しながら、もしくは車に

乗りながら、もうどういうふうな通行で

も、本当に危険なところでありますから、

ぜひともこの点はよろしくお願いしたい

というふうに思います。

　続いて、公園維持管理事業についてで

すけれども、１回目の質問でもさせてい

ただきましたけれども、この点は、雑草

が生えて、そのままになっているという

ところ、利用頻度にもよると思います。

利用されて、要するに、もう靴で踏まれ

ているところというのは、なかなか雑草

が生えないというふうなところがあると

思いますけれども、そこに費用も出てい

ますから、その点、やはり今度は雑草が

生えたままであると、その点の管理はちゃ

んとできているのかというような、そう

いうふうな市民からの声もやっぱり出て

くるかと思いますので、その点は、要す

るに補助を出している団体とかにも、実

際にちゃんとできているのかどうかとい

うような、そういうふうな部分も、向こ

うと連絡調整をとりながら進めていただ

きたいというふうに思いますので、よろ

しくお願いします。

　遊具に関してですけれども、実際に、

この予算の中で、ほぼ１００％の執行を

されてますけれども、委託をされてです

けれども、ちゃんとできているというよ

うなことであろうかというふうに思いま

す。この予算の中でも、実際、見られて

いないところというのが生じてくるのか、

これで十分であるのかというふうなとこ

ろをもう一度聞きたいというふうに思い

ますので、よろしくお願いします。

　水防事務事業の水防団の件ですけれど

も、水防団のほうで、そういうふうな出

動があるということでありますけれども、

私も知っている水防団の方に聞きますと、

今年の８月のときの避難勧告が出たとき、

そのとき、出動の直接の要請はなかった

というふうなことでありますので、その

点、実際に訓練をされていますから、や

はり土のうをつくっているスピードとか

というふうな部分というのは、我々にで

きないような能力をお持ちですから、実

際、ご高齢の方が多いというのもありま

すけれども、実際、その点がうまく機能

が発揮できるのかどうかというのをまた

向こうの水防組合とも協議をしながら、

その点は進めていっていただきたいとい

うふうに思いますので。

　２回目は以上です。

○藤浦雅彦委員長　それでは答弁をお願

いします。

　石川次長。

○石川土木下水道部次長　し尿のくみ取

り忘れが以前あったということで、委員

からそういったご連絡をいただきまして、

現地のほうに赴いて、いろいろ確認をし

ますと、夜間にしか帰ってこないという

ようなことで、くみ取りの量としては非

常に少量、月々の量としては少量であっ

たという中で、作業員のほうが、ここは

生活実態がないというような勝手な判断

をしてしまったということで、長期間に

わたってくみ取りができなかったという

事例がございました。

　委員からのそういったお電話をいただ

きまして、早速、他にそんな事例がある
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のか調査を行いましたが、その時点では

ございませんでした。

　常々、業者には、そういった勝手な判

断はするなと言っておりますが、市の職

員への報告もできていなかったというよ

うなケースでございまして、改めて、そ

ういう生活実態がないような場合につい

ては、小まめに市の職員に連絡をするよ

うにという指導も行っております。今後、

こういったことがないように、適切にし

尿のくみ取りを行っていきたいと思って

おります。

○藤浦雅彦委員長　永田課長。

○永田道路交通課長　それでは、森西委

員の２回目の質問に対してお答えさせて

いただきます。

　まず、１点目の中学生を対象にした講

習会についてでございますが、まず、小

学生３年生を対象にして、全校生徒に安

全教室を開いているのは、まず自転車が

その年代ぐらいになったら、ほとんどみ

んな乗れるような状況ですので、全ての

生徒に対して、まずは乗り方からの指導

する安全教室を開いて実施させていただ

いております。

　中学生になりますと、今度はマナーの

問題になってきまして、現在、教育委員

会とも連携しておるんですけれども、中

学生を対象にしたスケアードストレート

と言いまして、スタントマンを使った実

演教育、これを平成２６年度になるんで

すけれども、第一中学校と第四中学校で

実施させていただきました。それから、

平成２５年度におきましては、やはりス

マホの普及が格段に伸びている中で、歩

きスマホもそうなんですけれども、自転

車に乗りながらスマホを操作するような

マナーの悪い中学生等がいる中で、民間

会社を教室に呼びまして、中学生を対象

に、１年生、２年生、３年生、全校生徒

を対象にして安全教室を開かせていただ

いております。これについては、平成２

５年度で第四中学校と第五中学校で実施

させていただいております。

　中学生以外にも、自転車安全利用倫理

条例に基づきまして、交通安全推進員を

新たに雇用して、ＪＲ千里丘駅や阪急摂

津市駅、正雀駅周辺の人と自転車が混在

するような危険な箇所において、この推

進員が街頭に出まして、交通マナーの悪

い自転車に対しての啓発、指導、こうい

うものも実施しております。

　なかなか、ハード面の整備というのが、

財政的な面もありまして、整備が難しい

んですが、そういったソフト面の部分を

今後も充実させていきたいと考えており

ます。

　あと、市内循環バスと公共施設巡回バ

スについての今後の考えでございますが、

まず、市内循環バスにつきましては、十

三高槻線が交通開放する以降、正雀駅周

辺、府営住宅の周囲の道路を利用して、

正雀駅周辺まで乗り入れをするように、

来年度から実施に向けて、今調整をして

いるところです。

　それから、公共施設巡回バスにつきま

しては、やはり、なぜ無料なのだという

ようなご質問なんですけれども、これは

阪急、近鉄、京阪の路線バスが走ってお

りまして、それの朝夕の通勤時間帯を外

した時間帯で、その公共バスを補完する

バスとして運行しております。無料にす

ることで、各公共施設にバス停を設け、

陸運局等への申請が必要ないことから、

現在のバス停が設置できているような状

況であります。有料になりますと、また

バス停の審査等も影響が出てきますし、

また市民アンケートの中では、有料にす

ると乗らないというような声が大半でご

ざいましたので、これからもこういう形
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で進めていきたいとは思っておるんです

けれども、ただ、鳥飼西のほうに延伸し

たことで、便数が減って、乗客数も減少

しているというのが現実にありますので、

今後は、各バス停での乗降者数の推移を

見ながら、いかに時間を短縮して、便数

を戻せるかどうかについて、今後、さら

にまた検討して、よりよい公共交通を補

完するバスとして検討していきたいと考

えております。

○藤浦雅彦委員長　山本参事。

○山本土木下水道部参事　それでは、森

西委員の２回目のご質問にお答えさせて

いただきます。

　新在家４０号線外１路線道路用地取得

事業の件でございますけれども、平成２

５年度につきましては交渉までには至っ

ていなかったということで、平成２６年

度も予算計上させていただきまして、権

原取得と良好な道路管理を目指したいと

思っておるところでございます。

○藤浦雅彦委員長　新留参事。

○新留都市整備部参事　公園の維持管理

につきましてですが、その中で遊具に関

して、遊具の点検を委託して、これで満

足、十分なのかということであったと思

いますが、先ほど申し上げましたとおり、

我々が管理している遊具で６１１基を点

検しております。日本公園施設業協会の

遊具の安全に関する基準に基づきまして、

目視、触診、打診等による点検を行って

おるわけですが、この基準におきまして

判定区分がＡ判定からＤ判定までござい

ます。Ａ判定、Ｂ判定は特に問題がない

んですけれども、Ｃ判定におきましては

部分的に劣化及び摩耗があり、計画的な

修繕を要すると、Ｄ判定につきましては、

重要な部分に異常、あるいは全体的に老

朽化してきておる、早急な対処が必要と

いうような判断基準がございます。

　これに基づきまして、平成２５年度に

つきましては、６１１基のうちＤ判定で

１５基ございました。これにつきまして

は、速やかに修繕を行い対応しておりま

す。Ｃ判定で２２１基ございました。こ

の２２１基の中におきましても、もう既

に補修をやっているところもあります。

全てではございませんが、ここらにつき

ましても、我々が計画的に修理を行い、

安全に遊具を使っていただけるように対

応していきたいと考えております。

○藤浦雅彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　大雨、台風に備

えるための水路のヘドロの対策をどのよ

うにしているかというご質問についてお

答えさせていただきます。

　基本的には、しゅんせつをしながら、

水路の状態を確保するように行っており

ます。

　それから、次の淀川右岸水防事務組合

の水防団の活動と本市の初期防災体制と

の連携ですけれど、私どもは淀川右岸水

防事務組合と話す機会が何度もあります。

そのときに、この議題を持ち出しまして、

向こうの出動基準とこちらの水防の出動

基準とをすり合わせながら、何か連携で

きることができるかどうか、また詰めて

いきたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　新留参事。

○新留都市整備部参事　済みません。先

ほどの遊具の安全に関する基準というこ

とですが、これにつきましては国が出し

ている基準に基づいてチェックを行って

おります。

○藤浦雅彦委員長　あと、府の都市計画

決定が外れた道路の改修の要請をしてい

くというようなものについて、今後どの

ようにしていくのかというような質問に

ついて、吉田部長。

○吉田都市整備部長　先般の本会議にお
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きましてもご答弁申し上げましたとおり、

やはり都市計画決定が外れたということ

は、我々が望むべき道筋が断たれたとい

うのは現実的な話で、それに対して、市

長会なり、府議会への要望を含めまして

今日までやっております。ただ、先般も

ご答弁申し上げましたように、大阪府に

おいては、当然、路線の重要性、さらに

危険度等を評価しながら順位立てていく

ということが、先に向こうの責務として

出てくる。それは府の道路管理者として

の責務であるということで、そういう回

答をいただいておりますので、それがい

つ出てくるかが第一義的かなというふう

に思っております。

　それに対しては、今日まで、都市計画

道路を一つのポイントとして申し入れて

きた経緯がございますけれど、今後は、

一つの路線ではなく、一つの箇所、ピン

ポイントでこの部分が危ない、この部分

の用地買収をしてでも道路整備、歩道整

備をしてもらいたいということで、これ

からはピンポイントでも要望していくよ

うな活動が目に見える形で、大きな意味

ではなく現実的な話として要望していく

のが一つのやり方かなというふうに思う

のがまず１点。

　当然ながら、都市整備所管におきまし

ては、府道沿いの開発等につきましては、

当然、大阪府に対して、事前の協議をし

てほしいということも申し入れておりま

すので、そのあたりはやっぱり道路担当

と今後、都市整備部の所管が連携しなが

ら、大阪府に対して強くピンポイントで

も要望してまいりたいというふうに思っ

ています。これが今の大阪府のするべき

業務と我々が要望すべき姿かなというふ

うに思っています。

○藤浦雅彦委員長　森西委員。

○森西正委員　そうしましたら、し尿処

理の件ですけれども、今、ご答弁いただ

きましたので、今後、そういうふうなこ

とがないように、業者のほうとも連絡を

取り合いながら進めていっていただきた

いというふうに思いますので、よろしく

お願いします。

　それと、水路の件ですけれども、ヘド

ロのしゅんせつをというふうなことで進

めているということでありますけれども、

延長といいますか、長いですから頻繁に

というふうなことはなかなか難しいとい

うふうには思いますけれども、やはりた

くさんヘドロがたまっているところとい

うのが、水を抜いたときに見受けられる

ことがあります。自転車とか、ごみをほ

かされていて、その部分はすぐに撤去さ

れているというふうなことはわかるんで

すけれども、ヘドロだけは残ったままに

なっていて、そうなりますと、やはりそ

の分が、本来の水深からたまった部分と

いうのが浅くなるということであります

から、ぜひとも計画を立てて、まずは危

険なところといいますか、大雨のときに

は浸水といいますか、洪水の可能性があ

る部分、危険な部分というのは把握はさ

れていると思いますので、その部分から

まずはつけていっていただきたいという

ふうに思いますので、要望とさせていた

だきます。よろしくお願いします。

　交通安全の部分ですけれども、摂津市

は条例をつくりましたから、条例をつくっ

ただけということではなく、やはり、こ

れはつくったからには中身を伴っていか

なければならないというふうには思いま

すので、ハード面ではなかなか難しいと

いうことでありますから、ソフト面を充

実していただいて。摂津の市民は、交通

安全、自転車に乗ったときにはこういう

ふうなルールを守ってというふうな、他

の市民に規範になるような、そういうふ
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うな市民の方を１人でもつくっていくと

いいますか、そういうふうな施策を考え

ていただきたいというふうに思いますし、

制度をつくっていただきたいというふう

に思いますので、よろしくお願いしたい

というふうに思います。

　それと、交通安全ですけれど、我々は

運転免許証を持っていますから、運転免

許証をとるときとか、更新のときに講習

を受けたりとか、勉強をしますけれども、

運転免許証を持っておられない方という

のは、なかなか交通ルール自体を知らな

い方がたくさんおられますので、その人

に対して、どのように教育をしていくか

という部分もあろうかというふうには思

います。その点も、今、なかなか考えら

れることではないかなと、難しいとは思

いますけれども、その方に、免許証を持っ

ていない方にも、どうやってここの交通

教育をしていくかというふうな部分を考

えていただきたいというふうに思います

ので、よろしくお願いします。

　市内循環バスと公共施設巡回バスです

けれども、今、ご答弁いただいて、市内

循環バスは正雀にというようなことでの

ご答弁でありますけれども、摂津の中に

は、市域全体を見ますと、やはり交通の

不便地といいますか、公共の乗り物がな

いというようなところがまだ多くありま

すので、一時、千里丘の市場のほうとか

というようなことは声としてはありまし

たけれども、今、吹田市のほうがバスを

走らせていただいていますので、千里丘

と岸辺のほうに行けるというふうなこと

であります。これは、吹田市のほうのバ

スですけれども、これを摂津市の市民の

方が利用させていただいているというこ

とでありますから、やはりその点は、摂

津市としても、摂津市域全体を、やはり

市民の方全体に交通の利便性を確保する

というふうなことをやっぱり考えていか

なければならないというふうに思います

ので、その点もぜひとも考えていただき

たいというふうに思いますので、要望と

させていただきます。

　新在家４０号線外１路線道路用地取得

事業の件はよくわかりました。

　都市計画決定の廃止された道路の件で

すけれども、その点に関しては、摂津市

のほうで何か対策を考えられることがあ

ればとは思うんです。これは大阪府頼み

しかないものですから、摂津市の中で、

一つの市が対応できるような、考えられ

るような部分を、私も考えられていない

んですけれども、何かそういうふうな部

分が、何かあるのか、検討していただい

て、研究をしていただけたらというふう

に思いますので。実際に、それじゃあ、

要望していて、それまで開発が進んで、

建物が建ってしまうと、どんどん進んで

しまいますから、道路が結局拡幅されず

に、道路が整備されずに、ただ開発が進

んで、建物だけがどんどん建っていくと

いうふうなことになってしまうと、今の

歩道のままで、道路の形状のままで、ど

んどん新しいものが建っていくというふ

うなことでありますから、そうなります

と、本会議でも言いましたけれども、も

う５０年や１００年、もう触れなくなる

というふうなことにもなりかねませんの

で、ぜひとも何か考えていただきますよ

うに、よろしくお願いします。

　公園に関しては先ほど答弁いただいた

んですけれども、子どもが公園のあずま

やに上って倒れてけがをしたというふう

な事例もあります。基準の中で、それは

いけるというふうなことであるかもわか

りませんけれども、けれども、子どもと

いうのは、なかなか想像もつかないこと

をされたりもしますので、そういうふう
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な部分でも十分に配慮をしていただいて、

事故が起こらないように、ぜひとも遊具

の点検を厳重にしていただきますように

お願いして、質問を終えたいというふう

に思います。

○藤浦雅彦委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５２分　休憩）

（午後　０時５８分　再開）

○藤浦雅彦委員長　それでは、再開しま

す。

　引き続き、質疑を行います。

　野原委員。

○野原修委員　こんにちは。それでは、

森西委員に続きまして、質問させていた

だきます。一部、森西委員と重複すると

ころもありますが、よろしくお願いしま

す。

　それでは、まず１番目としまして、決

算書１４７ページ、神安土地改良区負担

金の１，７０７万５４０円。これは神安

の水路の運営内容全体と、神安と市の仕

事の内容というか、関係を教えていただ

きたいと思います。

　２番目として、これも決算書１４７ペー

ジ、地盤沈下対策事業償還金負担金の２

９万７，８４０円の内容を教えてもらい

たいと思います。

　３番目として、先ほど森西委員からも

ありました、用水側溝改良工事で３２０

万円の予算のうち、１８８万２，６５０

円執行されて、不用額が１３１万７，３

５０円。これはそれの一部、水田がなく

なったということはお聞きしたんですが、

この地区だけそういう側溝改良工事が入っ

たのか、その内容を詳しく教えていただ

きたいと思います。

　続きまして、決算概要の１１２ページ、

交通安全啓発事業。これは先ほどから森

西委員からも質問がありましたところで

はありますが、平成２５年度から、先ほ

どお聞きしましたように、各クラブのキャ

プテンを対象に１月９日に第四中学校で

こういう講習会を行われて、その延長線

上で平成２６年度、スケアードストレー

ト方式で、スタントマンを交えたそうい

う交通安全の取り組みをなされたと思い

ます。これは以前からも小学校１回だけ

で交通安全をするんじゃなく、まず保護

者の方、それからまた中学生にどういう

形でこういう交通安全の啓発をしていけ

ばいいかということで、交通安全、道路

担当のほうと教育委員会と連携してもらっ

て、一つの成果としてそういう発展的な

取り組みがなされたことには敬意を表し

ますが、今後の取り組みとして、先ほど

も出てましたが、今、そういう交通安全

の中で一番問題になってるのが、これは

私、一般質問もしました歩きスマホが一

番、今、危ない状況になっております。

　過去、私の知り合いもこの間、歩いて

たら向こうから自転車に乗ってスマホを

しながら来て、もうぶつかる寸前で危な

いよと声をかけたら、「何を言ってるね

ん」と言って、若い子が行く。これがま

だ大人だったらよかったけど、これが高

齢者の方とか、妊婦の方とか、乳母車を

引かれた方といった子育て中のお母さん

方だと危険ですので、歩きスマホに対す

るそういう形態、今後どう考えていかれ

るのか、その辺の取り組みを聞かせてい

ただきたいと思います。

　それから、違法駐車追放事業で５７８

万３，５６６円。これも先ほど、正雀で

平均４．４台、千里丘西で５．４台、千

里丘東が８．５台。この取り締まり時間

が１０時、１３時、１６時ということで、

チラシ等を張られた枚数が平均的にこう

いう形になったんですか。この辺の内容

をもう一度、お聞きしたいと思います。

　その次、６番目として、放置自転車等

－23－



対策事業のところで、放置自転車等移動

委託料で５４１万８，０００円。これ、

今までご努力で、土曜日撤去とかという

ことで、年間、１２４日やってもらうよ

うな形になって、放置自転車も大分なく

なってきてはおりますが、なかなか一般

の方で道路に出てる分は撤去できるんで

すけど、私有地とかそういうところでど

うしても置きっ放しのところで、それに

対する取り締まりで、それを道に出して

もらったらこっちが撤去しますというよ

うな形しか今、言えない状況になってお

りますが、そういうところでそういう民

地とかそういうところでちゃんとした駐

輪場にとめないで行かれてる方の取り締

まりといいますか、啓発といいますか、

そういう取り組みはどうされてるんでしょ

うか。

　その次、自転車利用者指導委託料で１，

１９１万２，０２６円。これが多分、こ

の人らに回っていただいて、そういうこ

とをしたらだめですよというような形の

啓発をしていただいてると思いますが、

この方たちで、今、千里丘東とか南千里

丘とか、こういうところは一部こういう

方が清掃とはいわずとも、ごみを拾った

りそういうことをしていただいてるよう

な形の業務を見受けられますが、千里丘

西なんかではそういうことは見受けられ

ないという形で、その辺の整合性はどう

なってるのかお聞かせください。

　７番目としまして、決算概要の１１４

ページ、道路反射鏡定期修繕事業。また、

交通安全対策推進事業の中でも「道路交

通の安全を図るための道路反射鏡ほかの

維持管理」となっています。そして、道

路反射鏡点検保守事業。こちらは清掃を

含むとなっております。この辺の関連。

　また、同じ形態の反射鏡であっても、

その年度によって値段がそれぞれ違う。

こういうところに関してはどういう認識

を持たれて、入札を受けられてるのかお

聞かせください。

　８番目、決算概要の１１６ページの道

路管理事業の賠償金として３２万８，３

８１円。これはどういう賠償金か、内容

をお聞かせください。

　９番目として、決算概要の１１６ペー

ジ、路面清掃事業で５８２万７，５００

円。路面清掃だけで側溝清掃はされてい

ないのか、その内容をお教えください。

　１０番目として、決算概要１１８ペー

ジ、先ほども森西委員からも出てました、

狭隘道路整備事業の１４５万円で、先ほ

ど大体のことは教えていただきましたが、

今後、やはり狭隘道路に関しては皆さん

の努力でこういう形のもので、道路を何

とか中心後退してもらって、道路を少し

でも広くという形の取り組みをしてもらっ

てるんですけど、なかなかこの事業は動

いていかないという形のところで、今後

の取り組みとしてどう考えられてるのか、

教えてください。

　決算概要の１１８ページの橋梁長寿命

化修繕事業のところで、２，８７６万７，

９００円が出ております。これはどうい

う形の事業で、今後の展開をどうされて

いくのか、お聞かせください。

　決算概要の１１８ページの、これは先

ほども質問ありました、正雀南千里丘線

外２路線（阪急正雀駅前）道路改良事業

のところで、今後、展開としては国有地

があって、水路があって、これの処理が

進まないという答弁だったと思いますが、

そこの処理が進まないと、今後、正雀駅

前の展開というのか、それがどうなるか

わからないという形じゃなくて、やっぱ

りそれと並行した形で正雀駅前をどうし

ていくのかという考え方があろうかと思

いますので、そこをお聞かせいただきた
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いと思います。

　決算概要の１１８ページ、交通バリア

フリー事業として、３０８万７００円が

上がっております。この内容をお教えく

ださい。

　１４番目として、決算概要の１２０ペー

ジ、排水路管理事務事業としまして、１，

４７８万７，１２６円。これは排水対策

事業として番田水門との関係がどうなっ

ておるのか、内容をお聞かせください。

　１２０ページ、決算概要であります、

排水路等しゅんせつ事業。これも先ほど

話がありましたが、委託金として６６２

万４０円。これは委託してる業者と、先

ほどそれぞれ市を巡回しながらそういう

ところをとっていくという日常の業務を

お聞かせいただきましたが、その辺のと

ころをもう少し詳しく教えていただきた

いと思います。

　それと、１６番目として、排水路ポン

プ場管理事業としまして、４，９２０万

４，３６０円。排水路ポンプが２２か所

ある中、安威川など何か所かは自家発電

設備はあると思いますが、ポンプ場の管

理事業について、内容をお聞かせくださ

い。

　１７番目として、決算概要１２０ペー

ジの千里丘西口エレベーター設置事業。

これも先ほど質問がありました。これは

もともと南北分断解消という形で事業を

上げられて、平成２６年度、ほんの１週

間ぐらい前からやっと工事が始まって、

それまで地元説明も何回か入ってもらっ

て、それと一緒にホームのかさ上げとか

という形のことで遅くなって、そういう

形で進んでおります。そういう中で、１

２月末を目途に完成という形はお聞きし

てますが、その辺のことを間違いなくそ

ういう形で進んでいくのか、内容をお聞

かせいただきたいと思います。

　１８番目として、決算概要の１２４ペー

ジ、緑化推進事業としまして、８０万６，

１８８円。これは誕生植樹祭の費用かと

思いますが、今後の考え方をお教えいた

だきたいと思います。

　１９番目として、公園遊具点検業務委

託料として、１２２万８，５００円。こ

れは先ほども質問がありましたが、６１

１基あるそういう遊具を、Ａ、Ｂ、Ｃ，

Ｄの判定のうち、Ｄはすぐに替えて、Ｃ

に関してもそういう危険なものから順次

替えていくという形かと思います。これ

は年々、ＢがＣになったり、そういう形

で、いろんな形で危険が増すという形は、

業者の委託のところで判定してもらって、

そのほかで公園みどり課の方々が目視で

公園を回られて、日々、安全な遊具とし

て使用していただけるように点検はして

もらってると思いますが、今後、遊具に

関しても、今までの子どもの遊具から健

康遊具に、ちびっこ広場なんかでは変え

てほしいという地元要望があったりした

場合には、そういう形で健康遊具なんか

に変えていくような考えはあるのか、お

聞かせいただきたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　それでは、答弁を願

いたいと思います。

　石川次長。

○石川土木下水道部次長　まず、１点目

の神安土地改良区の負担金でございます

けども、神安の負担金については神安の

排水施設を雨水の排水に使用してるとい

うような関係がございまして、そういう

中で排水面積に応じて市が負担をしてお

ります。

　負担の内容でございますけども、事務

費については経常賦課金というのがござ

いまして、これは排水区域面積、用水区

域面積に応じて負担金を支払っているも

のでございます。その額が、排水賦課金
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につきましては４６万７，２９０円、用

水賦課金につきましては６４万３，２５

０円となっております。

　さらに、事務的な経費に加えまして、

排水施設に関する維持管理負担金という

のがございます。これが１，５９５万９，

８００円ということでございますけども、

その内訳としまして、基本費というのが

ございます。これは人件費に対する負担

金でございますけども、これが６３６万

７，０００円。さらに作業費、これは排

水施設の維持管理費に対する負担金でご

ざいまして、これは６９１万１，１００

円となっております。

　さらに、摂津市におきましては、河原

樋水路等に冬場に送水をしてもらってお

りまして、これは臭気対策ですとか、防

火用水の確保という観点から、１０月か

ら３月にかけて送水をしてもらっており

まして、これに対する負担金が２２０万

５，７００円となっております。

　そのほか一津屋地域の水路しゅんせつ

等を行ってもらっておりますことから、

これに対する負担金、親水緑地施設維持

管理費というんですけど、これが１５万

円ほどございます。

　さらに、番田水路にある樋門等水位の

監視施設等がございまして、これに対す

る負担金、３２万６，０００円。これら

の合計が排水施設の維持管理負担金とい

うことで１，５９５万９，８００円の内

訳でございます。

　次に、地盤沈下対策事業償還金負担金

でございますけども、これは神安の区域

で昭和３０年代、周辺地域が工業化され

るに伴いまして、地盤沈下が発生し、水

路の通水能力が落ちてきたというような

ことから、平成元年から１０年にかけて

水路の改修等をされております。平成２

５年度につきましては、平成１０年度に

行った事業の最終償還ということで２９

万７，８４０円の償還を行ったものでご

ざいます。これで償還は終わりでござい

ます。

　次に、１３番目、番田水門の内水対策

負担金でございますけども、番田水門が

神崎川の合流点において設置され、それ

に伴いまして内水対策が求められたとい

うことから、流域の下水道事業として安

威川左岸ポンプ、浜町にこれが建設され

ておりまして、この負担金が５１６万円

でございます。さらに、三箇牧のポンプ

場、これは農林事業で大阪府のほうが施

工されたんですけども、これに対する負

担金が６２２万９，０００円となってお

ります。

　さらに、局所的な対策としまして、三

ツ樋の樋門改良を行っております。これ

に対する負担金が８２万円。

　さらに、番田下流部の負担金、これは

浜町の堤防のかさ上げ工事でございます

けども、これに対する負担金が１３８万

２，０００円。これの合計が番田水門内

水対策負担金ということで、１，３５９

万３，０００円の内訳でございます。

○藤浦雅彦委員長　山本参事。

○山本土木下水道部参事　それでは、野

原委員の１回目の質問にお答えさせてい

ただきます。

　９番目の決算概要１１６ページ、賠償

金の件でございますけれども、道路管理

瑕疵による事故の賠償金でございまして、

一つが平成２５年３月に発生しましたモ

ノレール南摂津駅前にございます東一津

屋駅前１号線の植樹桝のくぼみに足をと

られたという内容のものが１１万１，１

４１円。もう一つが、平成２５年１０月

に起こりました、新在家鳥飼上線にござ

います、竹星橋という橋と道路をつなぐ

ジョイントの部分の金具がはね上がって
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おりまして、そこに車が当たったという

内容で２１万７，２４０円と合わせまし

て、３２万８，３８１円の内容となって

ございます。

　路面清掃事業の５８２万７，５００円

の内容でございますけれども、平成２５

年度におきましては、千里丘三島線ほか

１６４路線の路面清掃委託につきまして

は、指名競争入札で委託業者を決定いた

しております。委託内容といたしまして

は、千里丘三島線ほか１６４路線を年間

４回、６月、９月、１２月、３月の４回

を夜間作業といたしまして、散水車と自

走式のブラシ式の路線清掃車セットで走

らせまして、連続走行によりまして路面

清掃を実施しているものでございます。

この４回の清掃を行う道路のトータル延

長が約３００キロでございます。作業に

当たりましては、事前のお知らせのビラ

を配ったり、清掃区間の車両の駐車の協

力をいただいたりしながら、スムーズな

作業の実施を図っているところでござい

ます。

　次に、狭隘道路整備事業の１４５万円

の内容でございますけれども、平成２５

年度につきましては事前協議で１６件の

内容がございましたけど、そのうち平成

２４年度協議分も含みます２件の助成で

１４５万円となっております。助成の条

件を満たさないものといいますと、宅地

分譲や営業店舗の目的であったり、道路

及び側溝を自分で整備して自主管理され

るというような内容のものが１３件ござ

いました。建築課と一緒になっていろい

ろ話はさせていただくんですけども、以

前にも申し上げてたように、その分を道

路に出してしまうと建蔽率の関係で建た

ないだとか、そういう手続をしてると、

実際、建てる時期には遅くなるだとかと

いうことで、もう自主管理でやるんだと

いうこともあるんですけれども、建築課

と一緒になって何とか進めていきたいと

思っておりまして、今までにこれだけ実

績としてはやらせてもらってるので、よ

りまた進めていきたいというふうには考

えてるところでございます。

　決算概要の１１８ページの橋梁長寿命

化修繕事業の内容でございますけれども、

これにつきましては修繕料といたしまし

て９２４万円。これは平成２４年に橋梁

点検、長寿命化の際に点検をいたしまし

たときに、本市の橋梁はほとんど健全な

状態でございましたけど、１橋だけが予

防保全をしたほうがいいだろうという橋

が新在家鳥飼中線の第二中学校の南側に

ございます水路のところで、新在家鳥飼

中線を横断しております大久保橋という

ものがございまして、それの修繕工事に

９２４万円でございます。

　橋梁修繕及び耐震化の実施設計といた

しまして、先ほど大久保橋の修繕の実施

設計に３２０万２，５００円、それと鶴

野新橋、ちょうど市役所の裏側にござい

ます鶴野新橋の耐震補強設計業務委託に

８１７万１，１００円と、柳田橋の耐震

補強設計業務委託に８１５万４，３００

円、合わせまして１，９５２万７，９０

０円となってございます。

○藤浦雅彦委員長　江草課長。

○江草都市計画課長　千里丘西口エレベー

ターのご質問に対してお答えさせていた

だきます。

　千里丘西口エレベーターにつきまして

は、平成２５年度につきましてはエレベー

ター設置箇所の確保のための電力及び通

信ケーブル等の施設の移設工事、及びエ

レベーターの施設の設計業務を行ってま

いりました。今年度につきましては、地

元説明会の後、工事に入っておるわけな

んですけど、委員、先ほどおっしゃられ
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たとおり、外に見えての工事につきまし

ては１週間ほど前からなんですけど、地

下の工事、杭の工事等は順調に進んでお

りまして、今のところＪＲ西日本から示

されておる工程どおりに工事のほう進ん

でおりまして、今後とも工程の遅れがな

いよう注視して、１２月末の供用開始を

目指してＪＲ西日本と協議を進めてまい

りたいと考えております。

○藤浦雅彦委員長　永田課長。

○永田道路交通課長　それでは、野原委

員の質問に対してお答えさせていただき

ます。

　まず、安全啓発事業における歩きスマ

ホの今後の取り組みについてでございま

すが、今現在、春、夏、秋の交通安全運

動の時期に駅前でのキャンペーンを実施

しておるんですが、そのときに同じよう

に歩きスマホについての啓発品を配布し

て、啓発いたしております。

　また、中学生につきましては、平成２

５年度、携帯教室を開きまして、民間の

ＮＴＴドコモやａｕの講師を招き入れま

して、中学校で歩きスマホの危険性につ

いて教室を開かさせていただいておりま

す。今後につきましても、道路交通課と

しては歩きスマホの対策、啓発は取り組

み回数をふやして考えていきたいところ

でございます。また、教育委員会のほう

との連携もあって、教育委員会の都合、

学校の都合等もありますので、その辺も

踏まえて調整をできるだけ行った上で、

今後も取り組んでいきたいなと考えてお

ります。

　それから、放置自転車の委託料５４１

万円についての内容であったかと思いま

すが、まずこの内容につきましては、年

間、１２０回、駅前、ＪＲ千里丘駅、あ

るいは阪急正雀駅、摂津市駅、ほか自転

車の放置、自転車禁止区域におきまして、

指導員のもと放置してる自転車を撤去す

る内容になっておりまして、作業する自

転車を保管事務所のほうまで移動する業

務の内容になっております。

　それから、自転車利用者指導委託料、

１，１９２万４，０００円の内容につい

てのご質問に対して答えさせていただき

ます。これにつきましては、今現在、Ｊ

Ｒ千里丘駅東、あるいはフォルテ摂津周

辺、ＪＲ千里丘駅西、阪急正雀駅前、阪

急摂津市駅前、モノレール摂津市駅前、

南摂津駅前、鉄軌道、モノレール等の駅

周辺においてシルバー人材センターに委

託しておりまして、勤務時間帯につきま

しては８時から１４時だとか、８時から

１８時だとか、それぞれ勤務時間帯は変

えておるんですけども、そこの周辺の自

転車の放置禁止区域内にある自転車等の

利用者に対しての指導を行っております。

各駅の周辺の清掃との整合性ではござい

ますが、西口についても一部、清掃は入っ

ておるという内容で、これは道路管理課

のほうとの調整、内容にもなってきます

ので、西口についても一部、清掃はして

おるというような内容になっております。

　それから、反射鏡についてでございま

すが、まず道路反射鏡保守点検、それか

ら道路反射鏡定期修繕、それとほかに道

路反射鏡設置事業、道路反射鏡修繕とあ

るんですけども、まず保守点検につきま

しては市内全体でおおよそ１，２５０基

ほどある反射鏡を、大ざっぱにいえば安

威川以北と以南と分け、隔年で以北、以

南と分けた形で、今ある既設の反射鏡の

点検、柱の損傷具合、鏡面の損傷具合、

あるいはフードの損傷具合などの損傷具

合を点検をしております。あわせて鏡面

の清掃もそれにあわせてしております。

損傷具合に対して定期修繕で、特に劣化

がひどく修繕が必要とされたものについ
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て、定期修繕の費用をもちまして取り替

え等をさせていただいております。平成

２５年度におきましては、３８か所の取

り替えのほうをさせていただいておりま

す。

　それから、単価についてでございます

が、道路反射鏡修繕事業につきましては、

入札に基づいて業者決定をしておりまし

て、それぞれ報告に合わせて設計を組ん

でおりまして、毎年、内容が違っており

ます。今年度でいきますと８４０万円の

金額をもって３８か所。１か所当たりで

いきますと、２２万１，０００円ほどの

単価となっておりますが、昨年度でいき

ますと、４６か所で１か所当たり１７万

９，０００円。それぞれの修繕内容によっ

て異なってくるものですから、また入札

による落札率等もございますので、１か

所のあたりの単価というのはいろいろば

らつきが出てるような状況になっており

ます。

　それから、正雀南千里丘線の土地整理

と並行しての取り組みについてでござい

ますが、まず道路拡幅事業におきまして

は、まず各土地の確定測量というのがま

ず一つ作業としてしなければいけません。

それをもって道路用地がどこまでかとい

う道路用地測量もしていかないといけな

いので、それぞれ各土地の確定測量につ

いてが、先ほども答弁させていただいた

ように、国との関係で、今、確定作業に

支障を来たしているような状況です。並

行して近畿財務局のほうとは協議はして

おるんですけども、まずその作業を進め

てからでないと前に進めないというよう

な認識で、今後は早急に確定作業ができ

るように。ただ、民地に係ってくる確定

作業ですので、市のほうからは各地権者

への確定作業についての認識と、その整

理について話、協議をして、後押しとい

いますか、事業の進捗に影響がないよう

に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

　それから、バリアフリー３００万円の

内容についてですが、これは２か所施工

しておりまして、まず１か所は新在家鳥

飼上線の鳥飼上のほうになるんですが、

交差点付近の段差改良、それと視覚障害

者用のブロックの設置という内容になっ

ております。それと、もう１か所につき

ましては、千里丘駅西口の駅を出てから

右に向かって府道大阪高槻京都線へ向か

う千里丘１９号線、これの路側帯にグリー

ンベルトを着色し施して、歩行者の通行

帯を明確にした内容となっております。

○藤浦雅彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　野原委員のご質

問で下水道事業課に関するものについて

お答えさせていただきます。

　まず、用水側溝の改良工事についてと

いうことなんですが、施工場所、鶴野３

丁目４番、５番地内ということで、青少

年グラウンドの西側の道路の南北をつな

いでます鶴野２７号線のところで施工し

ております。これにつきましては、過年

度より青少年グラウンドの北側のところ

から交差点二つずつ、そういう側溝の改

修作業を行っております。昨年度はコン

ビニのところの付近までいきまして、ま

だ少し作業ができてないところがありま

す。大体同じぐらいの施工規模で、まだ

引き続き、鶴野地区をやっていかないと

いけないと考えております。

　次に、排水路しゅんせつ委託料につい

てということでございます。しゅんせつ

につきましては７社契約を行っておりま

す。これにつきましては、どのようにやっ

てるかといいますと、しゅんせつの内容

によって単価を変えております。内容に

つきましては、三つございます。一つは、
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管路しゅんせつということで、高圧洗浄

車を持ってきてしゅんせつを行うという

形。それから、もう一つが、管路及び水

道しゅんせつということで、高圧洗浄車

とバキューム車を併用して使う場合。も

う一つが、水路及び側溝のしゅんせつと

いうことで、今度はバキュームだけと。

こういう三つの種類で単価を決めており

ます。しゅんせつにつきましては、これ

の事象によりまして、この三つのどの方

法をとってやるのかというのをそこで検

討しまして、決めまして、これで発注を

進めているという形になっております。

　次に、排水路ポンプ場管理事業につい

てのご質問にお答えさせてもらいたいと

思います。これにつきましては、主に市

内２２か所に設置されてる排水ポンプの

点検保守と、それから味舌水路の雨水機

能の補完しております味舌ポンプの維持

管理業務を大阪府に委託しております。

大きな柱としてはこの２点のポンプにつ

きましての管理についての事業を行って

るという事業でございます。

　発電設備につきましては、１か所、味

生排水機場のみになっております。

　主に、管理業務につきましては、その

ポンプ場についての管理業務委託、及び

大阪府に対する管理運営業務の委託料、

これが主なものとなっております。

○藤浦雅彦委員長　押部課長代理。

○押部道路交通課長代理　道路交通課に

かかわりますご質問のうち、違法駐車に

関する交通指導業務の関係と、放置自転

車の民地等に放置された場合の対応につ

いてというお問いについて、答弁させて

いただきます。

　まず、違法駐車の関係なんですけれど

も、事務報告書のほうに載せさせていた

だいている数値につきましては、摂津市

違法駐車等の防止に関する条例の中に規

定しております重点地域、ここに記載が

ありますように、正雀駅周辺、千里丘駅

周辺の西・東というふうに分けさせてい

ただいて、１０時、１３時、１６時の３

回、計測をさせていただいた平均値とし

て、平成２５年度ですと合計で約１８．

３台の違法駐車があったということで載

せさせていただいております。

　先ほどご説明させていただきましたチ

ラシ等の張りつけについては、事務報告

のほうには載せさせていただいておらな

いんですけれども、平成２５年度で、先

ほど申し上げましたように、一日平均約

１０．８枚ほどチラシを張りつけしてお

るんですけれども、違法駐車につきまし

ても、当然、迷惑駐車ではあるんですけ

れども、運転手の方が乗っておられるケー

ス、それと完全に運転手の方が車から離

れておられるケース等があります。チラ

シ等の張りつけについては、どうしても

運転手の方が乗っておられますと張りつ

けるというわけにはまいりませんので、

スピーカー広報のような形で啓発をさせ

ていただいてる関係上、瞬間の駐車台数

と啓発のチラシの張りつけのところに若

干の誤差があるということになってござ

います。

　それと、先ほど申し上げませんでした

けれども、このチラシ以外にも警告用の

ステッカーなども交通指導業務の一環と

して、特に千里丘地域は歩いていってる

んですけれども、南摂津であるとか、鳥

飼地区に関しましてはパトロール車で広

報させていただいてる関係があります。

その関係もございまして、特に悪質であ

るケース、例えば歩道なんかに乗り上げ

て駐車してるようなケース、こういった

ものに関しては、直接、警察のほうに通

報をさせていただくようなケースもござ

いまして、年間に平均すると１件程度な
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んですけれども、警告用のステッカーと

いいますか、張りつけに関しては、大体

一日平均６件から７件ぐらいというよう

な形で推移しております。

　もう１点、放置自転車の民地等の対応

なんですけれども、こちらにつきまして

も条例で規定させていただいておるんで

すけれども、摂津市の自転車等の放置防

止に関する条例、こちらのほうに放置禁

止区域というのを指定しております。で

すので、実際に撤去、移動保管させてい

ただくことができるのは、放置禁止区域

に指定をされてる路線についてのみ撤去

ができると。ですから、それ以外の路線

に迷惑駐輪されてるケースにつきまして

は、一応、問い合わせ等、ご相談等があ

りましたら、そちらのほうにまずチラシ

を張っていただきたいと。ここにどなた

が置かれたのかわかりませんけれども、

できるだけ早く移動してくださいと。一

定期間たっても移動されない場合に関し

ては、道路管理課で撤去しますというよ

うな形のチラシを張っていただきたいと

いうふうにお願いをしております。これ

が放置禁止区域以外の路線での対応とい

うことです。

　それと、もう１点、民地になりますと、

完全に民地内の出来事になりますので、

あくまでもその土地の所有者の方が同じ

ような形で張り紙をしていただいて、そ

れも廃棄物という形で環境業務課のほう

で引き取っていただくというふうな形で

対応していただきたいというふうにご説

明させていただいてるのが現状でござい

ます。

○藤浦雅彦委員長　新留参事。

○新留都市整備部参事　１８番目と１９

番目の公園みどり課にかかわります内容

でございます。

　１８番目の緑化推進事業の８０万６，

１８８円の中身でございますが、これは

誕生記念植樹祭を春と秋に開催しており

ます。これを活用し、地域の緑化を進め

るという視点でやっております。この中

身ですが、誕生記念植樹祭用の樹木や参

加された方に苗木を配布しております。

それから、記念樹の補植ということで、

過去に植えた木がたまに枯れたりしてき

ておる分を補植しておるものです。それ

から、花壇の補植等の分が事業の中身と

なっております。

　これから、今後の考え方ということな

んですが、誕生記念植樹祭は本市の特徴

のある植樹祭でもありますし、市域の緑

化を進める観点から、なかなか植樹場所

も少なくなってはきてるんですけども、

継続して緑化を進めていきたいという観

点から考えております。

　１９番目の公園遊具の点検委託料で、

先ほどもご質問がございましたが、点検

はやっておるけども、今後、社会状況に

合わせ健康遊具等に変えていくことを考

えているのかということだったと思うん

ですけども、まず今、既に都市公園、ち

びっこ広場等で７５基ほど健康遊具を設

置しております。昨年から、平成２５年

から保健福祉課と連携しまして、まちご

とフィットネス！ヘルシータウンせっつ

事業、これにおきましても別府公園、そ

れからちびっこ広場等に、昨年、５基、

健康遊具を設置しております。

　今後につきましても、まちごとフィッ

トネス！ヘルシータウンせっつ事業は３

年計画で進めており、今もまた別ルート

で計画されておりますので、そちらのほ

うでも公園等に設置していただく予定と

なっています。

　公園みどり課としましても、先ほど公

園遊具の点検におきまして、非常に古い、

老朽化したものは撤去等もやっておりま
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す。また、地域の方とも相談しまして、

そういうようなご意見、ご要望があれば、

健康遊具に変えていくという視点で今後

やっていきたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　野原委員。

○野原修委員　それでは、再度、質問さ

せていただきます。

　１番目の神安土地改良区負担金に関し

ましては、災害のとき、この間の出動み

たいなのがあったときは、神安とどのよ

うな連携をとられてるのか。また、その

辺は協定なりを結ばれてるのか。あるよ

うでしたら、お聞かせください。

　地盤沈下対策事業償還金負担金は平成

２５年度で過去のそういう地盤沈下があっ

たことに関して償還が済むという形になっ

ておりますが、今のところで神安土地改

良区の方で地盤沈下に対してそういう取

り組みとかがあるのかお聞かせください。

　用水路側溝改良事業のところで、今、

青少年グラウンドのところで、鶴野地区

でもまだ展開していかなあかんというこ

とをお聞かせいただきました。それだっ

たら、この不用額が１３１万円出てる中

で、まだしないといけないところを、来

年度、本当は予定してるところを前倒し

して、そういうところをするようなこと

ができなかったのかどうか、それだけお

聞かせください。

　交通安全啓発事業に関しまして、取り

組みとしてスマホについて中学校でそう

いう形の講習会なりいろいろやられたり、

駅で啓発なんかをいろいろ取り組まれて

おりますが、まだまだＰＲ不足というか、

本当に今、マスメディアなんかでもいろ

いろ、携帯業者でもそれぞれそういう形

で歩きスマホに関してはすごく、これは

本当にコンピューターを持って歩いてる

みたいな形で、今までの携帯みたいな形、

ガラケーと違いまして、本当に集中して

しまって、周りが見えないようになると

いうことで、それをやるときには必ず立

ちどまって、人に道をあけてやるという

ようなそういう啓発を今後とも真剣に取

り組んでいかないとだめだと思います。

　昨年度、建設常任委員会で行政視察に

行ったところでは、これは自転車の乗り

方に関して警察と連携して黄色切符を切

るというような形の取り組みをされてる

ところもありました。そういった意味で、

摂津市でもそういう自転車安全利用倫理

条例があります。また、そういうスマホ

でも市民が安心して歩道を歩いてもらう

という意味でも、今後、警察と連携した

中で、やはり違法というのか、悪質なそ

ういう人の取り締まりには警察と連携し

て、今後、取り組んでいくような気持ち

はないのかお聞かせください。

　続きまして、違法駐車追放事業であり

ます。今、聞かせていただきましたよう

に、やっぱり駐停車禁止のところでなか

なか乗ってはるところに指導するという

のは難しいかと思います。吹田市なんか

は、今、重点取り締まりということで、

民間が入って、違法駐車をすればステッ

カーを張られて罰金という形もあります。

摂津市内ではそういう形の考え方がある

のかどうか。

　それと、先ほど言われた取り締まりが、

１０時、１３時、１６時という形のとこ

ろで、この時間帯をやはり千里丘西口と

かそういうところでは朝の通勤、通学、

また帰ってこられる時間帯をずらしてそ

ういう取り締まりの時間の契約ができる

のかどうか。今はこういうところで、多

分、これも平日の１０時、１３時、１６

時というような委託契約になってるのか

もわかりませんが、その辺の今後、時間

をずらした形とか、曜日を変えるような

考え方があるのかどうかお聞かせくださ

－32－



い。

　放置自転車の取り締まりも、今、言わ

れたような形で、曜日とかその辺をいま

一度、変えていく必要があるのかないの

か。現状でそういう放置自転車がなくなっ

てきているので、今のままで推移してい

くのか、その辺の考え方をお聞かせくだ

さい。

　それと、今、お聞かせいただいた中で、

放置自転車の放置禁止区域指定をどうい

うところをどういう形でやればそういう

区域になるのか。禁止区域だったら簡単

に撤去はできるという形。だから、それ

だったら本当に主要なところとか、しょっ

ちゅうあるところはそういう指定をして、

そういう形で撤去を簡単にできるように

できないのか。それは警察のそういう指

導が要るのか、市のほうがそういう形を

指定をすればできるのか、その辺のこと

を教えていただきたいと思います。

　次に道路反射鏡でありますが、今、お

聞きしました。修繕内容によって１か所

あたりの単価にばらつきはあると思いま

すが、新設でやっていくところで事務報

告書に載ってるような形で、例えば道路

反射鏡設置ナンバー９のところで、一面

鏡の８００ミリ１基、直柱というところ

で１２万８，１００円のところが、その

前は１２万４，９５０円でやられてる。

過去の事務報告書を見ていったら。そう

いう１本当たりの単価が業者によって違っ

てくるというのは、この辺のことについ

て、これは一定なのか、それともそのと

きによってそれぞれ違うのか、その辺を

教えていただきたいと思います。

　それと、今、道路反射鏡もいろいろ過

去から議論はあったところで、下をスチー

ル製にするなり、今、一番問題なのが、

やっぱり犬の尿による腐食防止という形

のところで、やっぱり今、ある程度、道

路反射鏡も耐用年数とかそういう形のも

のもきてるし、長もちさせるためにはス

チール製に替えるなり、そういう犬の尿

による腐食防止を徹底していくなりとい

う形、あるいはやっぱりこれから台風と

かいろいろな形で目に見えないところで

腐食していって、それが突然倒れるとい

うようなことで、打音で、そういう目視

でずっと業者が補修のところで見ていた

だいて、全部が安心だというような形と、

また職員の方がそれぞれ見られて監視さ

れても、本当に見えないところでそうい

うことが起こらないような形のチェック

はどうされてるのか。

　それと、また道路反射鏡の清掃のとき

でありますが、多分、その地域でずっと

道路反射鏡を掃除してもらってると思う

んですけど、それが本当に正確な角度に

なってるのかどうかを調べてもらいたい

んです。やっぱりつけたままで業者とし

ては鏡面だけを磨いたら終いじゃなく、

鏡面が本当に見やすい角度になってるの

かどうか、そこまでも一応、業者にそう

いう形の責任を持ってもらう。また、そ

ういう形で委託料が高くなるんだったら、

それはそれで払うべきだと思いますけど、

本来の反射鏡としての効力を１００％そ

れが作用されてるのかどうか、その辺の

取り組みをどうされてるのか、お聞かせ

ください。

　それと、賠償金の３２万円に関して、

南摂津駅前の植樹桝の跡につまずかれて、

そういう形でけがされたというのと、橋

の橋の継ぎ目がめくれ上がって車を破損

して支払ったという形は過去にあったと

思いますけど、その後、そのようなこと

がないような点検なり、そういう事故が

二度と起こらないような形の取り組みを

されているのか、お聞かせください。

　路面清掃事業で夜間にそういう形で回っ
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ていただいてるという、清掃していただ

いてるという形はわかりました。この道

路の清掃のところと、後で排水のところ

と関わってくるのかわからないですけど、

やっぱり業者にしては側溝とかその辺ま

ではやらないと思います。その中に詰まっ

た土とかその辺はまたしゅんせつのとこ

ろでその辺がチェックされてるのか。そ

の辺の道路担当課と下水担当課のほうと

どういう連携ができているのか。これは

あくまでも道路の面だけを清掃して回っ

ているという話になろうかと思いますが、

その辺でこれからいろんなゲリラ豪雨と

かそういう水害に対してのそういう土木

下水道部での連携、業者がそういう形で

情報をくれるのかどうかという形の取り

組みを教えていただきたい。

　狭隘道路に関しましては、今、そうい

う形で２件で、なかなか助成を受けにく

く、摂津はどうしても道が狭くて、そう

やって供出してもらう部分を何とか多く

してもらわないと、いろんな災害のとき

でも対応できないということで、せっか

く狭隘道路のこういう取り組みができま

したので、また建築課のほうとも協議し

ていただいて、より使いやすいような形

にしていただくことをお願いしておきま

す。

　橋梁長寿命化に関しましても、一応、

これは業者委託のほうで、そういう専門

のほうで任せていかないとだめかと思い

ますが、この間、ニュースでも見たんで

すけれど、橋梁の点検ということは、打

音というのか、音で聞いていく、目視で

見ていくというような形で取り組まれて

るという市もあるので、うちのほうはそ

ういう橋に関して技術継承がなされてる

のか。

　また、道路公団の経験者などが自分の

能力をボランティアで生かせたらという

話も聞かせていただきますので、摂津市

内でもいろいろ技術職でこういう形でい

ろんな職業についておられる方がおられ

ると思うので、やはり今、職員が限られ

た中で、オール摂津で取り組むという意

味でも、そういう方々の能力を活用させ

てもらうような取り組みはできないのか、

今後またお考えいただくように、これは

要望としておきます。

　正雀南千里丘線外２路線（阪急正雀駅

前）道路改良事業について、国有地とい

う形のところで、そこはそれぞれの地権

者の方のご協力がないとできないという

形ですが、そういうことでこれはどうな

るのかわからないですけど、やっぱり旬

がありますので、進めていくということ

で、言葉が適切かどうかわからないです

けど、強制収用みたいなそういう形のも

のでできるのか。それとも、あくまでも

そういう地権者の人の協力がなかったら

物事として進まないのか、その辺のお考

えをお聞かせいただきたいと思います。

　交通バリアフリーに関しましてはわか

りました。今後とも、そういう形で、弱

者の方がスムーズに通行できるような道

をいち早く完成していただくよう、お願

いしておきます。

　排水路管理事業に関しまして、この間

も外水は安威川が危険水位を超えたとい

うことがありましたけれど、やはり、そ

れ以外の内水排除ということで、番田水

門の存在は大きいと思います。

　そういった中で、府との関係、いろん

な事業に関しての内水排除の考え方、そ

の整備がきっちりなされているのか、そ

こら辺の取り組みと考え方をお聞かせく

ださい。

　その排水路しゅんせつ事業に関しまし

ても、まさしくそれと一緒で、いろんな

形で管渠内を整備するとか、その辺にた
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まった砂をバキュームで取り除いていく

とか、というような形がありますが、こ

の辺の残土が出たときには、どういう形

の処理で、どうされているのか、しゅん

せつの通常業務で業者が持って帰っていっ

ているのか、その辺のことをお聞かせく

ださい。

　排水ポンプに関しましては、今、味舌

ポンプ場に関しては自家発電が１か所だ

けあるんですね。あと、自家発電がない

ところに関しましては、災害のときには

どういう対応をなされているのか、お聞

かせください。

　千里丘駅西口エレベーターに関しまし

て、一応、今お聞かせいただいたような、

平成２６年度内に完成という形で、予定

どおりに進んでいるという形で、これは

期待しております。

　その中で、これは平成２７年度の予算

にかかわってくる問題になろうかと思い

ますが、平成２６年度に完成したら、そ

こが一応、自由通路というような形にな

ろうかと思います。自由通路に関しての

考え方として、どうされるのか。ＪＲと

の協議の中で、いろいろあろうかと思い

ますが、私自身としては、やはり費用対

効果を考えたり、治安の問題を考えた場

合に、その辺で正しい判断をしないと、

判断を間違えればずっと後年にそういう

費用負担をしていかなあかん。また、危

険な形でずっと費用がかかっていくとい

う、その辺の考え方をどうするのか、お

考えがあれば、お聞かせいただきたいと

思います。

　緑化推進事業の誕生記念植樹に関しま

しては、摂津市独自の取り組みで、これ

は今後とも続けていってほしいし、やっ

ぱり子どもが自分が２０歳になったり、

４０歳、５０歳になったときでも、ああ

自分が生まれたときに植えられたんだと

いう、そういう形で地元愛というのにつ

ながっていくと思いますが、摂津市は場

所が限られていますので、そういう形で

これからそういうことを続けていくのに、

場所とか木の選定とか、いろいろそうい

うこともあろうかと思いますので、その

辺の考え方を教えてください。

　公園遊具に関しまして、今言われたよ

うに７５基が健康遊具になっているんで

すね。今後、子どもたちの遊具として残

すものと、現在摂津市が取り組んでおり

ます健康遊具とのバランスについて、も

しその辺のお考えがあるんでしたら、何

対何にするとか、あくまでもこの公園は

子どもたちだけ、この辺は高齢者向けに

重きを置くとかいうような、そういうプ

ランや考え方を一度お聞かせいただきた

いと思います。

○藤浦雅彦委員長　それでは答弁をお願

いしたいと思います。

　石川次長。

○石川土木下水道部次長　下水道業務課

にかかわるご質問についてお答えいたし

ます。

　まず、神安土地改良区の関係でござい

ますけれども、災害時のときの連携はど

うなのか。それから、協定等はあるのか

というご質問でございますが、協定とい

うものはなかったと記憶しておりますけ

れども、実際には、神安土地改良区は神

安水路の管理をされておりまして、災害

時には点検と見回りをされておられます

し、ゲート等の操作もされています。

　本市との関係で言えば、番田水門が閉

まれば鳥飼水路等も水位が上昇してくる

というようなことから、随時、神安のほ

うから、上流の水路の水位であるとか情

報も入ってきますし、また、うちのほう

からも番田水門の操作状況等について、

神安土地改良区のほうにお伝えすると、
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そういった災害時の連携というのは取れ

ております。

　それ以外にも三ツ樋に逆流防止のゲー

トがあるんですけれども、これについて

も神安土地改良区と協議をして、その運

転操作等、どちらがどういうふうに対応

していくのかというような協議も行って

おるところでございます。

　それから２点目の地盤沈下の状況でご

ざいますけれども、地下水等のくみ上げ

が禁止されておりますので、今現在、地

域において、大きな地盤沈下は発生して

いないのかなと思っております。

　現実に神安土地改良区のほうでそういっ

た水路の勾配修正等、地盤沈下が原因で

の改修工事等もされておらないというこ

とでございます。

　それと、排水路管理事業に関係して、

内水排除がどうかというご質問でござい

ますが、番田水門が設置された折には、

各市がまず下水道整備、雨水整備に取り

組むということで、本市を含めて、雨水

整備に今現在も力を入れておるところで

ございます。

　本市で言えば、特に三箇牧の水、これ

を下水のほうに排除するというふうなこ

とで、今現在、工事に向けて設計等を行っ

ておりますけれども、非常に難工事が予

想されること、また、用地買収、それか

ら新幹線の横断といったことも絡んでき

まして、早く着手はしたいんですけれど

も、いろんな課題もある中で、平成２７

年度に実施できるかどうか、大変、微妙

な状況でございます。

　また、東別府のほうでも雨水幹線の整

備というのは予定しておりますけれども、

こちらのほうも借地でございますとか、

水道企業団の工業用水の管があるという

ようなことで、こういったものの移設が

必要な状況でございまして、これについ

てもその移設が終わってからでないと下

水の工事もできないという事情もござい

まして、早期着手を図りたいところでは

ございますが、なかなか難しい問題があ

るのが現状でございます。

○藤浦雅彦委員長　山本参事。

○山本土木下水道部参事　それでは、野

原委員の２回目の質問にお答えさせてい

ただきます。

　賠償金を支払った分のその後の点検と

いいますか、安全対策というお問いだっ

たかと思いますけれども、植樹桝に植わっ

ていた木が枯れて、その後に埋めたとこ

ろが若干やせてきたというところでござ

いましたので、さらにそういうところに

ついては、パトロール強化をさせてもらっ

ております。

　そこにつきましては、車が入っていか

ないところもございましたので、車をと

めて徒歩で点検ということもさせていた

だいているところでございます。

　また、竹星橋につきましては、昨年度、

ジョイントの補修工事を別途、発注して、

今健全な形になっております。

　平成２４年度に点検した際にも、また

日々のパトロールでも異常が見つからな

かった原因については、特定はできない

のですけれども、修繕工事を行ったとこ

ろでございます。

　路面清掃と側溝清掃の件でございます

けれども、路面清掃を行う分につきまし

ては、歩道がある場所の街渠部分、皿に

なっているようなところをブラシで走ら

せてもらいますので、Ｕ型側溝にはそう

いう形がなじまないということで、通常

の側溝につきましては、土木維持作業の

中で、ヘドロになったものだとか、しゅ

んせつが必要なものは手でかくことがで

きませんが、固化したものにつきまして

は、土木維持作業の中で掃除をいたしま
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して、それが無理な場所につきましては、

下水道事業課のほうでしゅんせつという、

両方立てで協力しもってやっているとこ

ろでございます。

　橋梁の点検という内容でございました

けれども、府・国も施設の点検だとか、

ストックのものについての話が最近言わ

れておりまして、ＯＢを活用できないか

というのも話題には上がっております。

　また、ことし３月末には、５年に一度

の目視点検をしなさいというような省令

も出ましたことから、本市といたしまし

ては、いち早く長寿命化以外の橋を点検

していこうということにも取り組んでお

りますので、それを進めていきたいとい

うふうに考えておるところでございます。

　それと、千里丘駅西口エレベーターの

件、エレベーターができましたら、自由

通路化になるという前提のもとで、こと

しから道路管理課のほうでエスカレーター

の管理はいたしております。

　エレベーターもできれば、道路管理課

のほうで管理することになりますけれど

も、供用と同時に２４時間の開放が望ま

しいとは考えられますけれども、ＪＲ西

日本の求められる状況と、摂津市が考え

ておる安全対策の状況に、若干開きがあ

りますことから、それを書面でお話しさ

せてもらったり、先日は現場のほうに出

向いて、うちの考え、ＪＲの考え、お互

い出し合って、進めているところで、い

ましばらく、まだ時間が必要なのかなと

いうふうには考えておるところでござい

ます。

○藤浦雅彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　野原委員のご質

問で、下水道事業課に関するご質問にお

答えさせていただきます。

　用水路側溝の改修工事につきまして、

限られた予算の中で、もう少し有意義に

使えなかったのかというご指摘について

ですけれども、この側溝につきましては、

ただ単に埋めてしまえばよいというもの

ではございませんで、現場によって、排

水状況やその流れ先の状態によって、ど

うやっていこうかと考えるのに結構時間

がかかるものでございます。調査も必要

となってきます。

　それで、今回につきましても、できな

かったところにつきましては、いろいろ

検討した中で結果的にはできなかったと

いうような経過もございます。

　私どもにつきましては、事前の調査を

もう少しすればよかったのではないかと

いうご指摘はあるかと思いますが、どう

しても今回、初めてのケースでございま

したので、こういうような形になってし

まいました。

　今後、ことしもまた作業の予定を考え

ております。これにつきましては、昨年

のことの経験を踏まえて、もう少しちゃ

んとしたというか、きちっとまた事業の

ほうを進めていきたいと考えております。

　次に、排水路管理事業につきましての

しゅんせつの残土の処分ということなの

ですが、摂津市の八町にあります置き場

のほうなんですけれども、ここに一旦持っ

ていきます。持っていきまして、そこで

ごみとかの分別をします。分別しまして、

乾かします。乾かした後に、道路管理課

のほうに、その処分の依頼をするという

方法をとっております。

　次に、排水路ポンプ場管理事業につき

ましてのポンプ場の電気の件です。正直、

まだ今まで私が経験する中では、雷が落

ちたとかというようなことで、停電があっ

たということはありません。ですので、

電気が来なかったらという問題意識は正

直ありませんでした。

　でも、この数年、雷が落ちることが頻
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繁に発生しております。ですので、安閑

としておられませんので、これにつきま

して、停電対策について、電気の確保に

ついては、今後考えていきたいなと思っ

ております。

　ただ、ゲートにつきましては、電気が

なくなりましても、人力でいけます。非

常に労力がかかります。時間がかかりま

す。ですのでこのまま放っておいてはい

けないとは認識しております。

○藤浦雅彦委員長　永田課長。

○永田道路交通課長　それでは、野原委

員の２回目の質問にお答えさせていただ

きます。

　まず、歩きスマホの取り組みのＰＲ不

足についてでございますが、他市では警

察と連携して、黄色切符を切ることに取

り組んでいるということなんですけれど

も、歩きスマホに関しましては、警察の

ほうが検挙する道路交通法に含まれてい

る内容ではないので、警察のほうでは今

現在、そういった検挙だとか対応するこ

とについては、難しいかなと考えており

ます。

　もちろん自転車に乗っての携帯使用に

ついては、これは道交法に違反しますの

で、これについては警察のほうは検挙対

象として取り組んでいくとはお聞きして

おります。

　今後につきましても、まず、道路交通

課のほうでは啓発活動がまず第一だと考

えております。そのため、駅、街頭での

キャンペーン等、あるいは先ほどもご説

明させていただきました学校、中学生、

あるいは高校生、市内には星翔高校だと

か摂津高校もございますので、学校関係

者のほうにも協力を要請して、取り組む

回数を増やしていきたいと考えておりま

す。

　それから、道路反射鏡についてのご質

問でございますが、事務報告書に記載し

ている反射鏡設置工事費の関係につきま

しては、設置に対してのパターンとして

一面鏡だとか二面鏡、あるいは場所によっ

ては曲柱も使わなければいけませんし、

基礎も単独のコンクリート基礎を打った

り、あるいは側溝、擁壁等があれば、そ

こを削工して、基礎がわりにするような、

それぞれ設置する内容が違ってきており

ます。

　それぞれのパターンについて、年度初

めに単価契約を業者のほうから見積もり

を出させまして、その中で競争見積もり

の最低価格をとった、今回でいきますと

村上土木工業になるのですけれども、そ

ちらのほうが設置について、年間を通し

てその単価で設置をしているというよう

な内容でございます。

　それから、保護カバーについてでござ

いますが、平成２１年度あたりから今の

防護カバーを道路反射鏡の根元のほうに

設置して、根元の腐食とか、そういうも

のに対して対応しております。

　全体で、市内１，２５０ほどある反射

鏡の中で、現在まで３００近くの道路反

射鏡に保護カバーをつけて、さび等に対

して、転倒が起こらないような、そういっ

た措置をしております。

　あと、保守点検のときの角度調整はど

うかという問いなんですけれども、簡易

な形での角度調整は可能なんですけれど

も、定期修繕でする場合だとか、あるい

は日々、要望や苦情で電話があったとき

は道路管理課の維持係のほうにも応援を

求めて、早急に角度が調整できるような、

そういった対応もさせていただいており

ます。交差点だとか、より危険な箇所を、

事故が起こらないように、あくまでも補

足的な安全施設なんですが、十分効果が

発揮できるように、常に体制は整えてい
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るつもりでございます。

　それから、正雀南千里丘線についてで

ございますが、確かに委員がおっしゃる

ように、強制収用という手もございます。

ただ、今現在、５割の土地収用割合です。

今後、まず国有地の整理をしなければ前

には進まないというのは絶対なんですけ

れども、土地収用をかけるには、残り２

割の段階で収用をかけることになります。

　道路事業認定もとった上での事業進捗

になっていくんですが、まず今の土地の

関係を整理でき次第、交渉に入れるよう

に、まず準備を進めるのが先決です。

　大方その２割、今後の予定ははっきり

見えないんですけれども、残り２割になっ

た時点で、もし応じてもらえないような

ケース等がありましたら、強制収用とい

うのも視野に入れながら、今後は考えて

いかないけないかなと思っている次第で

ございます。

○藤浦雅彦委員長　押部課長代理。

○押部道路交通課長代理　野原委員の道

路交通課にかかわります２回目のご質問

のうち、違法駐車と放置自転車の禁止区

域の指定等に関するご質問にお答えをさ

せていただきます。

　吹田のほうでは、二、三分たてば即座

に駐車禁止というような対応になってお

るという、摂津市ではどうかということ

なんですけれども、２００６年６月の道

路交通法の改正で初めて導入された、駐

車監視員制度の件だと思うのですけれど

も、吹田市のほうでも平成２１年１２月

から、国道４２３号線、江坂町から南吹

田のあたりを初めとしまして、１３路線

の指定をされて、駐車監視員の導入をさ

れているというふうに伺っております。

　これは吹田警察から受託を受けた機関

が、国家資格を持って確認標章の取りつ

けをするというような作業になるんです

けれども、摂津市のほうではどうですか

というようなことを、摂津警察に伺った

際に、何度かお話をするんですけれども、

現在の時点では経費等のこともありまし

て、導入の予定はないというふうに伺っ

ております。

　それと、放置自転車の禁止区域の関係

なんですけれども、これも摂津市の自転

車等の放置防止に関する条例という中に、

第９条に放置禁止区域の指定等というの

がございまして、この中に、市長は駅周

辺の公共の場所において、特に自転車等

の放置を防止する必要があると認める場

合に限って、禁止区域として指定するこ

とができるというふうに定められており

ます。

　現在のところ、市内５駅、ＪＲ千里丘

駅、阪急正雀駅、摂津市駅、それとモノ

レールの南摂津駅、摂津駅、この条例の

規定に基づいた周辺地域については、現

時点でもう既に放置禁止区域の指定を行っ

ておりますので、それ以外の区域につい

て、改めてというのは、条例の規定から

いきますと、若干難しいかと考えており

ます。

○藤浦雅彦委員長　新留参事。

○新留都市整備部参事　公園みどり課に

かかわります２回目のご質問にお答えさ

せていただきます。

　まず、緑化推進事業における今後の植

樹祭の場所とか、木の選定等の考え方に

ついてでございますが、昨年まで、市場

池公園の東側のほうで開催してきました。

　ところがその場所は、もう埋まってし

まいましたので、何とか場所を検討しま

して、ことしは今月の末、２６日に秋の

植樹祭を予定しているのですけれども、

同じ市場池オアシスの西側の池の周囲の

ところで、できればあと１年ぐらい、植

樹を行いたいと考えております。
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　それから今考えておりますのは、吹操

跡地に千里丘公園があと一、二年したら

完成してきますので、できましたら、千

里丘公園のほうにそういうスペースを確

保し、植樹場所を考えていきたいと思っ

ております。

　それから、木の選定でございますが、

今のところ、ずっと従来から桜を植えて

おりますが、ほかの木については特に考

えておりませんけれども、次に植樹する

公園の樹木、いろいろ植わっていますの

で、また、その公園のバランス等も考え

て、検討してまいりたいと考えておりま

す。

　それからもう１点の健康遊具のバラン

スの考え方につきましても、我々も今後、

公園のリニューアル時などにバランスも

考慮しまして、さらには地域の要望、意

見も伺いながら、健康遊具の設置につい

て、検討していきたいと考えております。

○藤浦雅彦委員長　野原委員。

○野原修委員　平成２５年度の決算です

から、また、平成２７年度の予算に反映

するような形で、また予算のときにそれ

ぞれ質問したいと思いますが、考え方と

しては、今お示ししたような形を踏まえ

て、予算要求した中で予算を立てていた

だきたいと思います。

　永田課長から言われた歩きスマホにつ

いては私の質問が悪かったのかもしれま

せんが、スマホに関しての黄色切符じゃ

なくて、それは自転車に対しての黄色切

符という形の問いでしたので、スマホに

関しては、そういう形で切符は切れない

というのは十分わかっておりますので、

それはきっちりした形で歩道を確保して

もらって、安全に歩けるような形の啓発

は進めていただきたいということをお願

いしておきたいと思います。

　それと、もう１点、千里丘駅西口エレ

ベーターが完成した後の自由通路になる

というのは、今、山本部参事のほうから、

そういう形でお聞きし、自由通路になる

ときには、そういう形の管理をしたいと

いう形はあるんですけれど、当然、平成

２７年度予算からそういう形で、自由通

路になれば、そこでもし、摂津市が管理

するとなれば、そこでカメラを入れたり

いろんな形のものが、平成２７年度予算

から反映されてくると思うんですけど、

ＪＲとの協議の中で今はまだどうなるか

わからない、どういう形の取り決めにな

るかわからないということはあろうかと

思いますが、やっぱり費用対効果を考え

た中で、摂津市がどう取り組むかという

ような形で、もし、部長のほうで考え方

がありましたら、その考え方をお聞かせ

いただきたいと思います。

　あと、災害に対してのいろんな取り組

み、また、先ほどの、樫本課長のほうで

言われた、電気がストップしたときには、

現実にはないけど、そこで人力でやると、

そういう中では、人員の配備とか、そう

いう形の、即座に動けるような体制はとっ

ていただいているとは思うんですけれど

も、その辺はまさかということは絶対に

許されない、想定外は許されないという

中で、やっぱり市民の安全を考えてもら

う中で、これ以上ないというような取り

組みで業務に励んでいただきたいと思い

ます。

　黄色切符の１点だけ、答弁をお願いし

ます。

○藤浦雅彦委員長　自転車の運転で悪質

なものに対して、黄色切符は切れないか、

警察と協力してでできないかということ

について、永田課長からご答弁をお願い

します。

　永田課長。

○永田道路交通課長　自転車の悪質な運
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転に対する黄色切符、今のところ、摂津

警察のほうからは、黄色切符を出すとい

うような話は聞いておりませんので、今

後、摂津警察のほうと、どのような取り

組みをするのかは確認してまいりますけ

れども、やはり今自転車の安全利用とい

うのが社会的に問題になっておりますの

で、検挙していくという、取り締まりを

強化しておりますという内容は聞いてお

ります。

　以上です。

○藤浦雅彦委員長　吉田部長。

○吉田都市整備部長　エレベーター設置

にかかわりまして、ＪＲ西日本と今日ま

で協議を進め、さらに先ほど課長のほう

から説明がありましたように、土木下水

道部と都市整備部が連携しながら、ＪＲ

西日本と対応してきているという状況を

踏まえまして、答弁させていただきたい

というふうに思っております。

　現在、全国レベルで国交省が調べてい

る状況がございまして、実は約１７０か

所が要綱もない、条例もない、規制もな

い、つまり、全国で４５％が自由通路で

鉄道事業者が直接管理し、オープンにし

ていないという箇所数がございます。

　それを踏まえまして、国交省におきま

しては、平成２１年６月に自由通路の整

備及び管理に関する要綱を初めて定めま

した。我々はその要綱の趣旨に基づきま

して、ＪＲ西日本側と協議をしてまいっ

ているというのが、今の現状でございま

す。

　その要綱の趣旨でいきますと、鉄道事

業者が管理する自由通路の部分で、特に

道路管理者との協議については、都市側

ということですが、自由通路上における

定常的な物販販売、及びイベントなどの

制限、そして自由通路としての機能を損

なう一定の営業行為などを制限し、その

管理のあり方について、鉄道事業者と都

市側が協定なり、約束を守り、提供する

というのが前提の、国が定めました地域

整備局が定めた要綱でございます。

　この管理上の協定を結ぶという部分に

おきまして、当然、今の現状は、ここの

国が定めている事項に当たります。

　その部分からいうと、今委員ご指摘の

安全対策、これが道路管理者なり、管理

する立場とすれば、それを１００カバー

するのが責務という部分になってまいり

ますので、当然ながら、設備投下、カメ

ラにしてもそうですし、それを何かあっ

たときに緊急対応する組織づくりも大事

ですし、そういうようなものも踏まえな

いと協定は結べない状況です。

　もう１点、当然ながら、費用対効果の

問題もございます。実は我々、協議する

のは、ＪＲ西日本のほうの言い方として

出ているのが、こういう撤去をすること

自体は、向こうはできませんという話な

んです。営利ですから。その上で使いた

いならば、どうぞと。

　ＪＲ西日本は隣に千里丘ガードがある

だろうと、我々は歩道が急やからと言っ

ているんですが、当然、その時間帯、費

用対効果ですけど、大体１時ぐらいに閉

まったら、５時過ぎの始発の時間には開

く。４時間ほどが閉まっているのが現状

です。

　その４時間のために、実際、何千万円

も金をかけてやるのか。鉄道事業者の通

路を都市側が２４時間開放なり管理をす

るということになりますと、９５％は全

て都市側の負担というのが全国レベルの

統計的な割合だという状況になっており

ます。

　そう考えますと、鉄道事業者は常に強

気に出ております。我々のほうは、管理

をする中で、みんな歩いていただいたら
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わかりますけれど、鉄骨張りのペインティ

ングが剥離している。例えば、これがも

しも落ちてきて目に入って失明した。誰

の責任やと、こういう話になるんです。

　当然、自由通路の空間を摂津市が借り

て使用して、２４時間開放したと。もし

も落ちてきた。そしたら、これは誰の責

任だと言ったら、鉄道事業者の言い分と

しては、当然、この空間管理の全体は、

本体の財産はＪＲ西日本だけど、使用し

ているのは都市側でしょうと。都市側の

責任ですよね。それが嫌なら、ペンキを

塗ってくださいと。これが向こうの言い

分なんです。

　だから、協議しても到達点にはなかな

かつけないのが現状で、ただ、委員がご

指摘の安全対策、さらに費用対効果、そ

して、摂津市がとるべき責務、このあた

りがやはり全体として、バランスを総合

的に評価した中で、決断すべき話かなと。

　ただ、おっしゃるように、この４時間

に、人が動かないのかということはあり

ませんし、やっぱりエレベーターが設置

されますので、そのあたりの全体のバラ

ンスを見て、将来、判断していきたいな

と。ただ、ＪＲの対応は強固であるとい

うのは確かです。

○藤浦雅彦委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　今、地球規模での温暖

化が進んでいて、南極の氷が解けて、海

水面が上がって、一つの島が水没をして

しまう、そこの住民全体が移住をせざる

を得ないという、そういう地球規模での

温暖化が進んでおります。

　日本の摂津市でも、最近の異常降雨、

ゲリラ豪雨で各地で多大な被害をもたら

しておりますけれども、常々、森山市長

が安全・安心のまちづくりということを

各種団体の挨拶でもおっしゃっておられ

ます。

　果たして、摂津市でどうなのかという

立場で、きょうは質問をさせてもらいた

いと思います。

　まず最初に、決算書の１５７ページ、

款７土木費、項３水路費、目１排水路費、

番田水門の問題ですけれども、この番田

水門というのは、平成１１年に茨木市で

降った雨が、神崎川を通って大阪湾に入っ

たと。そしてまた、能勢町のほうで降っ

た雨が、猪名川を通って大阪湾に入って

いった。ちょうど、大阪湾の満潮と重なっ

て、神崎川を逆流をして、鳥飼野々３丁

目で溢水をして、床上浸水の被害が出ま

した。

　ちょうど私はそのとき議長をしており

まして、森川前市長と一緒に当時、府議

会議員をされておった森山市長のところ

へ行って、府の担当者を呼んでいただい

て、ぜひ神崎川との合流点に水門をつけ

てほしいという要望をいたしました。

　ところが、府の担当者は、幾らそこで

水門をつけても、上流からどんどん水が

来ますよと。内水排除の問題が出てきま

すと。それはやはり、安威川ダムの建設

がまず第一条件と違いますかということ

をおっしゃいました。

　そして、木村さん、安威川ダムの促進

決議を上げてもらえますかということを

言われて、私はその場で上げますという

ことを約束しました。

　後々、安威川ダムの事務所へ行ったと

きに、そのときの担当者がおっしゃって

おりましたけれども、地元の茨木市でも

促進決議は上がっていないのに、木村さ

んがその場で決議を上げると言われて、

私はびっくりしましたと。しかし、実際、

上げてもらって、安威川ダムの工事に弾

みがついていきましたということをおっ

しゃいました。

　そういう点では、そういう経過を踏ま
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えて、番田水門ができたんですけれども、

最近のここ二、三年の異常降雨、ゲリラ

豪雨があったとしても、鳥飼野々３丁目、

前に水害が起こった地域ですけれども、

そこのところでそういう状態になってい

ないという現状を聞いております。

　そういう点では、番田水門の稼働状況、

今までに開いたり閉めたりした、その稼

働状況について、この際お聞きをしてお

きたいと思います。

　そしてまた、内水排除の問題で、その

上流から来た雨水を安威川に放流をする

ということになったんですけれども、結

局、最近、ここ２回の台風の雨で、警戒

水位、あるいは警戒水位直前までいって、

避難勧告も出たというような実態がある

ことを考えますと、私は去年の６月に安

威川のしゅんせつをしてもらいたいとい

うことを１点に絞って質問しました。そ

の質問に対して、返ってきた答えは、やっ

ぱり今はできませんという答えでした。

　それで、そうですかというわけには、

私はいかないと思うんですね。やはりそ

ういうふうに警戒水位直前まで安威川の

水位が上がっている現状の中では、やは

り私が申し上げたように、安威川の川の

中に島ができて、だんだん川底が上がっ

てきている。このしゅんせつをしてもら

わなあかんということで、市のほうに申

し上げたんですけれども、茨木土木事務

所に話をされたら、やっぱりそれは現状

では無理だという答えが返ってきました。

　はたして、市民の安全・安心のまちづ

くり、それでいいのでしょうかね。やは

り、危険を避けるということになります

と、その危険を避けるためには、邪魔に

なるというと語弊がありますけれども、

上がっている川底の土砂をしゅんせつす

るということは、まず最優先して、私は

取り組むべき問題ではないかと思うんで

す。

　そういう点では、６月に一般質問をし

て、今まで来ておりますけれども、そう

いう点で市のほうも性根を据えて、茨木

土木事務所と交渉をして、安威川のしゅ

んせつをぜひやってもらうということの

方向性を、ぜひとも見つけてもらいたい

と思うんですね。

　そうしないと、市長がおっしゃってい

る安全・安心のまちづくりにはつながっ

ていかないという気がいたします。

　それと、２番目には、決算書の１４７

ページ、款５農林水産業費、項１農業費、

目４農業水路費、この中に神安土地改良

区負担金があります。先ほども議論が出

ておりましたけれども、この神安土地改

良区、茨木市、高槻市、摂津市で負担を

して運営をしておりますけれども、その

経常経費以外に、やはり神安土地改良区

の役目として、排水施設の維持管理費の

負担金が含まれています。

　そういう点では、きっちりとした維持

管理をしてもらわないと、平成２６年７

月６日に、地域の小学３年生の子どもが

水死する事故がありましたが、以前にも

一回、水死事故が起こっております。

　だから、その事故があった後に、水路

のフェンスについて改善するように申し

上げたんですけれども、それもいまだに

何の手も打たれておらないというのが実

態です。

　そういう点では、やはり本当に市民が

安全・安心で暮らせるまち、そこで水死

事故が２件も起こっているということは、

やはり、人の命というのは、山より高い、

海より深い、そういう大きなものである

と思うんですね。そういう点ではやはり、

性根を据えて、その問題解決に向けて取

り組んでもらわないと、私は市民に説得

力がないと思います。
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　そういう点で、今後、そういうことに

ついて、どういう取り組みをされていく

のかとのことについて、お答え願いたい

と思います。

　それから、１７２ページ、款８消防費、

項１消防費、目３水防費、淀川右岸水防

事務組合負担金の問題ですけれども、災

害が起こったときに、その水防団の団員

が出動することもあるということは、先

ほどの答弁の中でありましたけれども、

私も淀川右岸水防事務組合議会議員に選

出されているんですけれども、その中で

も申し上げていきたいと思うんですけれ

ども、そういう水防団の方たちが出動し

てもらうにしても、非常に高齢化が進ん

でおって、果たしてこれで土のうを積ん

だり、力仕事ができるんかなというよう

な心配をいたします。

　そういう点ではやはり、世代交代とい

うこと、あるいは、若い人がその中に入っ

てもらうということになっていかないと、

実際の災害が発生したときの対応は非常

に難しくなるのではないかという気がし

ますので、その辺のことについて、水防

事務組合のほうにも、我々もこれからも

組合に入申し上げていきますけれども、

市としても、そういうことも含めて、考

えてもらうということにしてもらいたい

と思います。

　それから、誕生記念植樹、２年分は大

丈夫だということの話があったのですけ

れども、正雀のふれあいづつみ、安威川

の堤防の上にあるふれあいづつみに記念

植樹がされております。

　そのところに旧伝統地名の看板が建っ

ております。これは平成２０年に伝統地

名、これは所管が違いますけれども、ふ

れあいづつみの中に看板が建っています

から、ここであえて申し上げるんですけ

れども、やっぱりこれも伝統地名のつき

合いをやめたんだったら、この看板も撤

去し、そしてまた、正雀川からずっと山

田川のほうにかけて、伝統地名の表示み

たいな木の杭が立っています。まだいま

だに残っております。

　そのポールなんかを除去して、その誕

生植樹も、何も大木ばかりじゃなしに、

中木、低木でもいいと思うんです。クス

ノキをたくさん植えておられますけれど

も、クスノキは大変、高木になります。

まして、大きなクスノキ、何百年たって

いるような複数の木がありますけれども、

あんなものが堤防の上にあったら、防災

上非常に問題があると、私は思うんです

ね。だから、あれはやっぱりあそこに植

えるべき木ではなかったのではないかな

という反省をしております。

　そういう点ではその辺の、所管は違い

ますけれども、伝統地名の看板とか標識、

これはもうやめたんだったら除去をして、

スペースを確保して、そこにまた低木と

して植えていくというようなことも、私

はありだと思います。そういうことのお

考えがあるのかどうか、お答えをいただ

きたいと思います。

　それから、正雀終末処理場施設機能停

止の問題、これは１４１ページの、款４

衛生費、項２清掃費、目３し尿処理費、

これはもう既に処理場が廃止をされて、

もう処理場から出る水は流しておりませ

ん。当然、処理してないんですから、出

ませんから。

　まだ、処理場から水が排出されておっ

たときに、正雀川に非常にユスリカがわ

きました。吹田市、あるいは摂津市の阪

急住宅三島荘あたりの屋根の裏にはコウ

モリが巣をつくって、糞がバケツに３杯

くらい、天井の上にあったと。私の家も、

それぐらいありましたから。

　そういう点では、コウモリがユスリカ
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を求めてやってくるということで、流速

を早めたら、ユスリカがわかへんのと違

うかということで、川の中に島をつくら

れました。

　それは何でかといったら、川幅を狭め

て、流速を高めて、ユスリカがわかない

ようにしようということでやられたんで

すけれども、今はもうその水が流れてお

りませんから、その島の上には、セイタ

カアワダチソウとかススキとか、いっぱ

い鬱蒼として茂っています。

　それで、下流側のほうは、もう底のほ

うのコンクリートも浮き上がってきてお

りますし、そういう点では景観としても

非常に悪いし、この年が明けて、夏にな

れば、水がよどんで、またそこにユスリ

カがわいてしまうというようなことになっ

てくる可能性もあります。

　そういう点では、処理場が稼働しておっ

たときの水量を確保するということは無

理ですけれども、やはり、そこにユスリ

カがわかないような対策をしていくとい

うことも、私は周辺住民のために、非常

に重要なことだと思うんですけれども、

その辺のことについて、今後どういうふ

うに考えておられるのか、そのことにつ

いてもお聞かせを願いたいと思います。

　次に公園の問題について、先般の台風

１８号のときに、鳥飼上のりんどう公園

に風で枝が折れて、下へ落ちたりして、

地域の方からゲートボールができひんと

いうことで、何とかしてもらいたいとい

うことで、早速私が担当のほうに、もう

夕方４時半を過ぎていましたけれども、

電話をして、対応してくれということで、

早速対応してもらって、地域の方も喜ん

でおられるんですけれど、そういう点で

は、こっち側から言わんと、してもらわ

れへんということではなしに、やはりパ

トロール等してもらって、常にその公園

が利用できる状態にしていくということ

で、シルバー人材センターのほうにも、

その辺のことを強く申し入れをしてもら

いたいと思うんですけれども、その辺の

お考えについて、お聞かせ願いたいと思

います。

○藤浦雅彦委員長　それでは、答弁を求

めたいと思います。

　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　木村委員の下水

道事業課にかかわるご質問についてお答

えさせていただきます。

　まず、番田水門の件でございます。稼

働状況ということについてお答えさせて

もらいます。

　番田水門につきましては、平成２４年

に１回、平成２５年に２回、平成２６年

に１回の水門を閉める事象がございまし

た。

　特に、今ご指摘のとおり、閉めますと、

上流側から水を抱く状態になりますので、

これについて、逆に摂津市内の水路の水

かさが上がる形になります。

　これにつきましては、平成２６年に、

こちらの要請によって、水門を１メート

ルほど開放するというような処置を施し

て、水を流してもらうことをしていただ

きました。

　この運用につきましては、今後まだ、

管理する大阪府と神安土地改良区と、あ

と番田水路に沿っている摂津市及び高槻

市、茨木市などと、この運用についての

協議はまだまだこれからしていきたいと。

この閉める運用については、まだ若干の

要望する点もございますので、これにつ

いては、また進めていきながら、番田水

門の効果的な利用方法、摂津市にとって、

一番効果的な利用方法というものを主張

していきたいなと考えているところであ

ります。
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　安威川のしゅんせつにつきましてです

が、事あるごとに、今私どもにつきまし

ても、要望はしております。河川管理者

のほうにいろいろ相談していくことがあ

るんですけれども、その都度、こういう

問題がありますということは、常々アピー

ルはさせてもらっているところでござい

ます。

　改めまして、また茨木土木事務所のほ

うに、この時期ですので、伺わないとい

けないと考えているところであります。

　それから、淀川右岸水防事務組合で、

災害が出たときの水防団員が高齢化され

ていることのご質問につきましてお答え

させてもらいます。

　淀川右岸水防事務組合と話す機会が何

度もございますので、やはり、そのとき

に向こうも、やはり高齢化については問

題意識は持っておられます。できるだけ

若い人にというようなことで募集はして

いると。世代交代を希望しているんだと。

なかなかままならないというようなお話

は聞いております。

　私どもとしましては、やはり、摂津市

にかかわる水防団につきまして、水防団

長にどんなもんでしょうかと、そういう

ふうな形でのアピールとかお願いしかで

きませんけれども、その辺のお話という

のは、水防団長と話す機会もございます

ので、その辺はこちら側としても、側面

からその辺のアピールをさせてもらいた

いなと考えているところでございます。

○藤浦雅彦委員長　石川次長。

○石川土木下水道部次長　神安土地改良

区の水路でフェンス等の要望が実現され

ていない。フェンスの改善等の要望をし

たにもかかわらず、いまだに改善されて

いないというようなご質問がございまし

た。

　事故があった付近の安全防止策につい

ては、所定の高さがあるというふうに神

安土地改良区のほうからは聞いておりま

す。

　そこ以外、鳥飼水路ですとか鳥飼南水

路については、転落防止柵も年度計画を

立てて整備していっております。

　委員が言われるように、フェンスとし

て問題があるということであれば、これ

は早急に対応してもらうように、神安土

地改良区のほうに強く要望していきたい

と思いますが、先ほども言いましたよう

に、今現在、そういったフェンスとして、

特に問題があるというふうな認識を我々

も持っておりませんので、改めて神安土

地改良区のほうにも確認をして、また後

日報告させていただきたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　新留参事。

○新留都市整備部参事　先ほどの委員の

おっしゃる安威川ふれあいづつみの件で

すが、我々も全国伝統地名の看板とか、

そういう木の看板が、当初からつけてい

ただいて、かなり古くなっているのは確

認しております。

○藤浦雅彦委員長　暫時休憩します。

（午後２時５６分　休憩）

（午後２時５７分　再開）

○藤浦雅彦委員長　再開します。

　新留参事。

○新留都市整備部参事　伝統地名の看板、

今後、撤去する分につきましては取り外

して、新たに低木なり、そういう樹木を

植えるということも検討してまいりたい

と考えております。

　それから、植樹祭につきましても、確

かに先ほど、野原委員のご質問のときも

申し上げましたとおり、場所等にも我々

苦慮しています。そういうこともありま

すので、来年度につきましては、市場池

オアシス広場で考えております。その後

も、吹田操車場跡地の公園のほうでやる
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考えも持っておりますけれども、委員が

今助言していただいております、そうい

うふれあいづつみ等でもスペース等があ

れば、また今後、当然、植樹することも

検討してまいりたいというふうに考えて

おります。

　それから、公園のごみの処分でござい

ますが、ちょうど鳥飼のりんどう公園の

電話を受けましたのは、私が受けました。

すぐ私と担当者で現地のほうに行きまし

て、枯れ枝を直接拾い集めて片づけたわ

けなんですけれども、確かに台風の後の

吹き戻しの分で、枯れ枝がまた落ちてお

りましたので、午前中も撤去作業に入っ

ていたんですけれども、その辺はシルバー

人材センターにちゃんとできているのか

ということ徹底するように指導しており

ます。今後につきましても、公園の維持

管理はここだけじゃなくて、他の公園も

シルバー人材センターに入っていただい

ておりますので、そういう台風等の後は

特に気をつけて、速やかに対応するよう

に、今後指導してまいりたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　正雀川が正雀処

理場の廃止によって、水が流れなくなっ

ている。それで、流速を早めるために島

をつくった分についての状況等について

のご質問について、お答えさせてもらい

ます。

　正雀処理場が廃止されまして、確かに

今まで見ていた正雀川と、今の水のない

正雀川というのは、明らかに変わってい

るのがわかります。こういうものがある

のかと、これは大変不勉強なことですけ

れど初めてわかった次第です。

　委員がおっしゃっているように草が生

えております。いろいろそれに伴って、

そこに水も流れませんので、虫等も寄っ

てくることも考えられます。

　私どもとしましては、まず、そこの分

につきまして、茨木土木事務所のほうに

美化のための除草、これを要望していき

たいと思っています。まず、そこから考

えていきたいと考えております。よろし

くお願いいたします。

○藤浦雅彦委員長　暫時休憩します。

（午後３時　　　　休憩）

（午後３時２８分　再開）

○藤浦雅彦委員長　それでは再開いたし

ます。答弁求めます。

　吉田部長。

○吉田都市整備部長　それでは、先ほど

ご指摘がありました、誕生記念樹に絡ん

での安威川のふれあいづつみの関係でご

ざいますけども、ご指摘のとおり、伝統

地名ということで、調べましたら、自治

振興課が所管になっております。ご指摘

のとおり、もう解散しているという実態

はございます。

　ただ、確認する中では、全国伝統地名

の市町ということで、摂津市を含む１０

市町が相互応援協定を結んでおります。

ただ、中の構成メンバーを組みかえたと

いうふうに聞いておりますので、このあ

たりを十分精査しなければならないとい

うことです。

　ただ、もともとの設置目的であった伝

統地名間の連携というのは、ご指摘のと

おり、解散しているということでござい

ます。これは今後の話でございますけど

も、所管の自治振興課がそれによってど

うすべきかというのは、当然解散しまし

たから、第一義的には撤去もありという

形になりますけども、ただ、全国伝統地

名以外に、相互応援協定を自治体間で、

例えば兵庫県の新温泉町や岩手県の釜石

市なり、そういう自治体間の相互応援協

定を結んでおりますので、あの場所の設

置の方針はもとは変わりますけども、解
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散しましたから。逆に言えば、市民に対

して、そういう関係行政間の相互応援協

定を結んでいる自治体の周知と、市民に

向けての周知という形で充実していくと

いうことも一つの方法としてあるのかと

思われます。それらを総合的に判断して、

施策を判断した上で、いや、もうそこま

ではやめとくとなれば、ご指摘のとおり、

撤去がオーケーであれば、あとは我々が

低木・中木、そのあたりの植栽で、緑化

推進に寄与できるような活用の仕方とい

うことはあろうかと思います。

　ただ、相互応援協定にかかわりまして

は防災管財課所管でございますので、そ

のあたりの、今後のＰＲの仕方について

は、我々としてはこれ以上の話は差し控

えたいと思っております。ご理解をいた

だきたいと思っております。

○藤浦雅彦委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　もともとね、全国伝統

地名ということでスタートしたけれども、

伝統地名という枠は崩れたわけです。だ

から、伝統地名とは意味が違うのやから。

組織がえをして、きっちりとした名前で

これからつき合いをしていくということ

で整理をして、伝統地名の看板もはっき

り読めんぐらい老朽化してしまっている

から、あれはもう撤去せなあかん。もう

やめてるのに、それが残っているという

ことは、やっぱりきっちりすることはきっ

ちりしてもらうように働きかけていただ

くように公園の担当に要望しておきます。

今後、そういう点に十分注意をして、今

のふれあいづつみの状況というのは何と

かもう解消せなあかん。一遍現場見ても

ろうて、現状よく掌握してもらって、対

処してもらうということでお願いします。

　もう一つは、水路の事故。前の事故に

ついても分からないというのが現状らし

い。もう誰が死んだかわからへんという

ようなことで。間違いなくそこで、水難

事故で人が命を落としているわけやから、

それはきっちりやっぱり記録にとどめて、

ここでこういう事故があったということ

を後世にやっぱり伝えていけるようにし

といてもらって、二度とそういう水難事

故が起こらんようにということで、対処

してもらいたいと思います。

　さっきもいろいろ聞いたけれども、神

安土地改良区のほうで、いろんな問題が

あって、すぐには対応できひんというこ

ともわからんでもないけれども、やっぱ

り事故の状況、私はつぶさに聞いてみた

けども、その子どもは一旦家に帰ってき

たんやと。帰ってきたけども、もう一回

ザリガニをとりたいということで、網を

持っていって、そこで事故が起こってい

るわけや。その事故が起こったときに、

橋の上に靴が脱いであったと。ほんで、

落ちたんは水路のほうに落ちているわけ

やから、どこで落ちたかということもやっ

ぱりはっきりせえへん部分があってな。

実態をつかむということは非常に難しい

と思うわ。今まで自治会のほうで検討し

てもらっとっても、具体的にどういう事

故やったということ、はっきりわかって

へんのやろう。だから、そういう点では

な、事故の実態はもう今さらつかむとい

うことは難しいと思うわけや、警察が調

べてもわからへんのやし。市のほうで調

べてもわからへんのやから。では、二度

あった事故を三度目に起こさんようにす

るにはどうしたらいいかということを考

えてもらって、この機会に改めて命の尊

さということを十分認識していただいて、

対処してもらうようにお願いをして終わ

ります。

○藤浦雅彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　それでは、本日は午前中か

らたくさんの質問も出ておりますので、
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極力重ならないようにと思っていますが、

関連する質問もありますので、よろしく

お願いいたします。

　最初に、決算概要の１２４ページ、都

市景観事業にかかわってです。３７万２，

４００円ということで、事務報告書を見

ましたらチューリップアートとか、新し

くできた阪急摂津市駅前のあかりプロジェ

クトというようなことで執行されている

わけでありますけれども、建設常任委員

会で視察に行った先でも、都市景観にか

かわって、いろんな地域の団体との協働

で事業を展開していくような、補助金も

つけてというふうなことでやられている

取り組みなんかも見てきましたけれども、

摂津市でもこうした取り組みが、可能性

があるんじゃないのかなというふうに思っ

たりしています。

　例えば、摂津市の中でももっと景観が

どうにかならないのかなというような場

所があります。委員会の記録を見ており

ましたら、柳田橋の下をくぐる水槽のと

ころ、あそこどうにかならないのかとい

うようなことで、もう２０年来、多くの

先輩議員たちも質問しておりますけれど

も、また担当の職員のほうからもいろい

ろとアイデアなんかも出されていますけ

れども、ただ、手が打てていないという

ふうな状況で、２０年ほど来ているとい

うふうに思います。

　そういったところなんかも含めてです

ね、何かしら、いろいろと取り組めるよ

うなことがないのかどうか。この都市景

観事業の可能性について、担当のほうか

ら聞いてみたいというふうに思います。

　それから、続いて、公園みどり課のほ

うで、概要の１２２ページ、緑の基本計

画改定事業というのを平成２５年度やら

れています。公園の部分、緑化の部分、

計画の中でもありましたが、街路樹のこ

とでですね、最近、いろいろと私も感じ

ている部分、それから市民の方から声を

お聞きする部分なんかもあるんですが、

この街路樹の管理についてお聞きしてお

きたいというふうに思います。

　一つは、阪急摂津市駅の駅前ですが、

ちょうど子どもの目の高さぐらいのとこ

ろに枝がぴゅっと出てくるような駅前広

場のところに植わっている木だとか、ま

た境川のせせらぎ水路です。随分枝が大

きく出てくると、今回台風のときなんか

でもやっぱり気になります。去年は枝が

折れて、歩道のほうに落ちたというよう

なこともありましたし、これは市が管理

している部分ではないのでご答弁は結構

ですけれども、新しいマンションのとこ

ろの高木は、まだ根づいていていないと

いうようなこともあるかもしれませんが、

大きな風が吹くと傾いているというふう

なことで、市民の方から、あれはどうなっ

ているのかという声を聞いていますし、

先ほども出ました、南摂津駅の駅前の植

樹桝は木がなくなっていて、それで今は

埋めているというふうなことですけれど

も、そこに木が植わっていたら人がはま

るようなこともないんじゃないのかと思

うわけです。

　こうした街路樹にかかわって、今言っ

た３点ですけれども、お答えいただけた

らというふうに思います。

　続いて、決算概要の１１８ページ、転

落防止安全柵設置事業ということで、３

４１万２，５００円というのがあります。

今回は大正川右岸２号線というふうになっ

ていまして、市役所から大正川を歩いて

いきましたら、橋と橋の間の部分に随分

きれいに転落防止柵ができているなと見

ておるわけなんですけれども、河川の管

理は大阪府ということで、ただ、ここは

市が自歩道ということで位置づけている
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から、市がこれは予算をつけて工事をす

るのかなと思ったんですが、一方で、境

川のほうに行きましたら、同じような道

のつながりですけれども、阪急の線路の

向こう側に、整備ができていない場所が

あるというようなことで、以前、一般質

問でもお聞きしたことがあります。大阪

府が転落防止柵の工事をやってくれたら

済むんだけどみたいな、そういった答弁

だったかなというふうに思うんですけれ

ども、ここらあたり、仮にそこのところ

を整備するとなったら、やはり市のほう

で自歩道にするなり、公園みどり課が管

理するのか、道路管理課が管理するのか、

決まってないのかもしれませんけれども、

そういったところの違いですね。やはり

大阪府がしてもらうまで待つしかないの

か、どうなのか。ここのところを聞いて

おきたいというふうに思います。

　次に、交通安全にかかわってなんです

けれども、午前中も質問がいろいろと出

ておりました。交通安全啓発事業の部分

です。

　事務報告書でさまざまな啓発事業に取

り組まれているというようなことも記さ

れております。小学校、中学校、高校と。

とりわけ自転車交通安全教育のところに

重点を置かれているというふうなことも

自転車安全利用の倫理条例もつくってと

いうようなことで取り組みを進められて

いると思うんですが、昨年１２月に道路

交通法の改正の部分で、自転車にかかわっ

て２点ほど、ブレーキの整備をちゃんと

しているのかどうかというふうなことが

問われたり、路側帯の部分の走行ですね。

ここのところが、以前なら路側帯の部分、

双方向の通行が可能であったのを、もう

左側だけというようなことで徹底されて

います。そういったことなんかが、そう

いう交通安全の啓発、市民の皆さんへの

徹底というような形で、どう取り組まれ

ているのか聞いておきたいというふうに

思います。

　あと交通にかかわって、決算概要では

１１４ページ、公共交通整備事業です。

　この決算では執行額がゼロとなってい

るわけなんですけれども、市民の足とな

るバスの検討ということ、これまでにも

何度か言われていたと思いますが、公共

交通網の整備、今の時点では市内循環バ

スや公共施設巡回バス、また民間のさま

ざまな交通機関を使っていただいてとい

うふうな、そういうことになるわけなん

ですけれども、市民の皆さんからどうい

う声が寄せられてきたのか、それをどう

やってそれに応えていけるのかみたいな

ところが、まだ今後の課題にはなってい

るというふうに思っているんです。アン

ケートはとりました。けれども、市民の

皆さんの声がどれだけその市の政策のほ

うにつながっていくのかというふうなこ

とで言いましたら、なかなか難しい状況

というようなことはたくさん聞いたよう

に思うんですけれども、前回の議会の中

でも、安藤議員が一般質問でおっしゃっ

ていましたが、バスの利用者がもっと増

えるような、そういう形で改善できるこ

とはないのかということについて、担当

の中でどういった検討がされているのか

ということを聞いておきたいというふう

に思っています。

　一つは、バス停で高齢者の方がどうし

ても立って待ってられないから、腰かけ

が欲しいということで、市内のバス停で

どれだけベンチを置けるところがあるの

か。また、検討することができるのかと

いうようなことでありますとか、利用し

やすいような改善点、事業者への働きか

けというようなことを、答えられる範囲

でお願いしたいというふうに思います。
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　あと最後に６点目なんですけれども、

決算概要の１０６ページ、農業水路費の

償還金管理事業、これも野原委員のほう

から質問がありましたが、地盤沈下対策

事業償還金負担金です。石川次長のほう

から答弁ありましたけれども、詳しく経

過を知りたいなというふうに思っており

ます。地盤沈下というようなことで言い

ましたら、この間も問題になっているよ

うに、地下水汲み上げの影響ということ

で言いましたら、４０年から５０年ほど

前に八町の地域でも随分と下がっている

というふうなこと、その後、しばらくこ

の沈下はおさまっているというようなこ

となんですけれども、先ほど答弁を聞い

た中では、平成１０年から２０年の間に

工事が行われているというふうなことで

す。そうでありましたら、実際に地盤沈

下が起こってから２０年以上間があいて

対策をとっているということになるのか

なというふうにも受けとめられますし、

大阪府のほうを通じて事業をやられてい

て、その分の負担金というふうなことだっ

たのかというふうに思うんですが、一体

この事業がどれぐらいの規模のものでや

られて、市としては、どれだけ負担金を

トータルで払わないといけないようなこ

とだったのかというふうなことがわかれ

ばよろしくお願いいたします。

○藤浦雅彦委員長　それでは、答弁お願

いいたします。

　藤井課長代理。

○藤井都市計画課長代理　弘委員の都市

景観事業に関するご質問にお答えさせて

いただきます。

　都市景観事業ですけれども、担当する

我々としましては、弘委員がおっしゃる

ように、市民の活動を広く都市景観の啓

発という意味で支援していきたいと考え

ております。

　ただ、この都市景観のうちでやってお

ります助成金につきましては、平成２５

年度から始めた助成金制度でありまして、

今現在２団体、「チューリップアートｉ

ｎ摂津」と「あかりプロジェクト」を認

定させていただいておりますけれども、

まだ始まったばかりのところがあります

ので、今後、この二つの団体の動きや状

況を見ながら、今後広めていくことにつ

いて検討していきたいと考えております。

○藤浦雅彦委員長　永田課長。

○永田道路交通課長　まず１点目の交通

安全啓発事業についてに対して答弁させ

ていただきます。

　委員がおっしゃるように、平成２５年

１２月、道路交通法改正に伴いまして、

まずブレーキの制動距離の不備について、

それと左側路側帯の通行についての罰則

規定が設けられた道路交通法改正がされ

ております。

　まず、左側路側帯の通行に関しまして

なんですが、これは自転車は軽車両扱い

として、もともと自転車の安全利用五則

の中に、左側通行というのは明記されて

おりました。その中で、改正につきまし

ては、路側帯については、本来、歩行者

が通行する部分でございます。ここを自

転車が通行してもよいというような内容

になっております。そして、歩行者がい

る場合には、その歩行者に対して安全を

確認した上で通行していくということで

ございます。

　市民への周知徹底につきましては、現

在も交通安全大会の際に、文化ホールで

かなりの数の方を前にして、摂津警察署

がまず道路交通法改正の内容を説明して

いることだとか、あるいはこれも摂津警

察署と連携しまして、主要交差点におい

て、早朝７時半より自転車の通行に関す

る指導をしております。
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　また、小中学校に対しても自転車の安

全利用の教室を開いている等の啓発活動

は今後も続けてまいりたいと考えており

ます。

　それから、公共交通整備事業の執行が

ゼロであることについて、何点かご質問

があったと思います。公共交通整備事業

につきましては、市内の公共交通網の再

編や、本市が補助金を交付して、近鉄バ

スが運行している市内循環バス、あるい

は阪急バスに委託運行しております、公

共施設巡回バスの利便性の向上を目的と

しまして、平成２２年から予算計上させ

ていただいております。

　過去の執行状況につきましては、自治

会員へのアンケート調査の通信運搬費や、

市内循環バス車載器等の変更による執行

等がありますが、現在まで懇談会等の設

置には至っておりません。

　建設常任委員協議会等でもご報告して

おります市内循環バスや公共施設巡回バ

スにおいては、平成２５年度のルート変

更の際には、担当課の職員で利用者へ調

査を行ってまいりましたことから、平成

２５年度につきましては未執行という内

容でございます。

　ただ、今後も引き続き市民の利便性向

上に向けた検討は行ってまいります。懇

談会等の設置の必要性がある課題等が発

生することも考えられますので、今後も

一定額の予算計上はしていきたいと考え

ております。

　あと利用者の増につきましては、今年

度、建設常任委員協議会等でもご報告さ

せていただきましたとおり、十三高槻線

の交通開放以後、正雀駅前へ乗り入れる

に当たりましては、実際にこれも職員が

バスに乗りまして、利用者のアンケート

をとったり、ルートの運行上にある東別

府の自治会にもその辺の調査をさせてい

ただいた中で、ルート変更を報告させて

いただいておりまして、この、まず鉄道

駅に乗りつけることで利用者の増加につ

ながって、市民の利便性が向上されるの

ではないかと考えております。

　あと巡回バスにつきましては、先ほど

も答弁させていただきましたように、鳥

飼西地区で乗り入れた関係上、便数が減っ

て、利用率は減っておるんですけども、

ただ、鳥飼地域全体を見ますと、全体の

市民の利便性を上げるというのも一つ目

的でございます。

　今後は各バス停での利用状況も見て、

検証しながら、利用増につながるように

検討してまいりたいと考えております。

　バス停の設置につきましては、やはり

本会議の答弁でもありましたように、バ

ス停にベンチを置くことで歩行者の有効

幅員がとれないというような現状の歩道

幅員があります。その辺の中で、いかに

公共用地が隣接する場所等において、設

置が可能かどうかを各バス停で見た中で、

バスを運営している事業所のほうへベン

チの設置等について働きかけてまいりた

いと考えております。

○藤浦雅彦委員長　それでは、山本参事。

○山本土木下水道部参事　それでは、弘

委員の１回目の質問にお答えさせていた

だきます。

　街路樹につきまして、道路管理課に係

ります内容についてお答えさせていただ

きます。

　委員がおっしゃられている場所かどう

かというのは確認が難しいんですけれど

も、阪急摂津市駅の駅前で、市が管理し

ています歩道上に出てくるような枝につ

きましては、目の高さになる分について

は除去してくださいというような申し入

れた経過がございますので、いま一度そ

ういうところがありましたら、改めて申
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し入れしたいというふうには考えておる

ところでございます。

　また、南摂津駅前の植樹桝の件でござ

いますけれども、自転車歩行者道路の真

ん中にあるというところで、さほど広く

ないところで真ん中にありますので、や

はり真ん中を通りたい方がおられて、そ

ういうことになったのかなということで

すので、全体的にずらすということも含

めて、今後考えていく必要があるのかな

というふうに思っております。

　先日、摂津市外のところでも、往来の

激しいところは全部埋められているよう

な状況も見ましたので、実際、管理され

ているところの大変さは身をもって感じ

ているところでございます。

　それと、転落防止柵の件でございます

けれども、歩行者、自転車の往来の激し

い場所、といいますのは、市役所の裏の

大正川の自歩道でございますけれども、

平成２５年度につきましては、摂津警察

署前あたりから１８０メートルほど施工

いたしまして、平成２６年度も味舌橋か

ら上流を施工しておるんですけれども、

弘委員がおっしゃっていました、境川に

つきましては、そこを何で利用するか。

河川管理者の河川用の通路ということで

位置づけるならば、河川管理者の茨木土

木事務所のほうで、例えば山田川のほう

でしたら、茨木土木事務所で転落防止柵

はつくられていますし、境川のところ、

公園で利用するならば、公園になるのか。

自歩道として使うならば道路交通課の所

管でつくるということになろうかと思い

ますけども、現在、何で使うかというの

が未定でございますので、高さ的に開放

できない状態ですので、閉め切っている

という状況になってございます。

○藤浦雅彦委員長　新留参事。

○新留都市整備部参事　２点目の街路樹

の件で、境川のせせらぎ緑道の剪定につ

いてでございますが、境川のせせらぎに

つきましては我々も常々状況を見て、随

時剪定をやっておるところでございます。

　これにつきましては、ことしは台風等

もよく来ておりますので、こういう台風

等の対策、影響も考慮し、今後も状況を

注視しながら樹木の剪定をやっていきた

いと考えております。

○藤浦雅彦委員長　石川次長。

○石川土木下水道部次長　地盤沈下償還

金事業でございますけども、神安の地域

で、昭和３０年代に工業化が進んだとい

うことで、地下水がくみ上げられて、昭

和５０年代まで安康樋水路周辺で地盤沈

下が発生したと言われております。

　これに伴いまして、水路勾配の不足か

ら、疎通能力が不足して、排水不良や湛

水被害が発生したと言われております。

　これを解消するために神安のほうでは

疎水、流水阻害が生じている区間につい

て、水路を改修されております。これは

平成元年から１０年に実施をされており

ます。

　事業費としては、１８．４億円という

ことでございまして、摂津市域におきま

しては、平成７年から１０年にかけて事

業が行われておりまして、本市の借入額

は８，７００万円でございます。これに

利子が加わるということになります。

○藤浦雅彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　最初の都市景観事業のほう

なんですけれども、さっきも言いました

ように、例えば、ガランド水路の水槽で

ありますとか、また、境川の河川の今は

使われていない、閉鎖されているところ

でありますとか、いろいろと手を加えた

ら、もっと快適に使えるような、そういっ

たところがあるなというふうに思います

し、そこのところを、本来、やっぱり市
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がイニシアチブとって、アイデアも出し

て、何とか整備していくのが必要なんだ

ろうなというふうにも思うんですけれど

も、本当に何とかしてあそこがならない

のかなというふうな、たくさんのやっぱ

り声が寄せられるから、この２０年間ほ

ど、議会の中でも何度も何度も意見が出

ているというふうなことだというふうに

思っておりますので、また、知恵を絞っ

て取り組んでいただきたいなというふう

に、この点は要望しておきます。

　それから、街路樹にかかわる部分なん

ですが、緑化の推進というようなことで、

やっぱり大事な取り組みだというふうに

も思っていますし、都市整備部のほうで

計画を立てられて、やっぱりここには木

を植えようというふうなことで植わって

いたのが、管理上はなかなか都合が悪い

というふうな、そういうところも結構あ

るんだろうなというふうに思っています。

　私の意図とは食い違った答弁でしたが、

南千里丘の摂津市駅前の駅前広場なんで

すけれども、線路沿いに、駅の改札から

線路沿いに西向きに植樹されていて、私

の背の高さより高いぐらいの木の細い枝

が何本も出ているというようなものがあ

ります。ああいうものも、時期によって

は、葉が茂っているときには、とても感

じいいんですけれども、葉が落ちて、そ

うすると、とがった枝だけが出てるとい

うふうな、そういう状況とかもあったり、

いろいろとそういったものの管理につい

てもきちんと取り組んでいただけたらな

というふうに思いますし、その計画と管

理と、そこらあたりのところの連携がど

のようにとられて、これまで来たのかな

というふうなことあたりも聞いておきた

いと思っております。できれば答弁をお

願いいたします。

　次に、転落防止安全柵の部分なんです

けれども、この部分は、先ほどの答弁だっ

たら、まだ何に使うかは決まっていない

というふうなことでお答えでした。

　管理のほうは公園のほうでやられてい

るという、年に何回か草刈りはされてい

るというふうなことですけれども、やっ

ぱり駅前の多くの方が摂津市に来られた

ときの玄関口でもあると思うんです。そ

ういった意味では、やっぱりあそこの整

備というふうなことも早急に計画を組ん

でいただきたいというふうに思いますし、

そこらあたりのお考えを再度お聞かせく

ださい。

　次に、交通安全啓発事業、とりわけ自

転車にかかわってなんですが、今回の道

路交通法の改正ですよね。とりわけ自転

車がどこを走るのかというふうな、そこ

らあたりを改めて定めている部分につい

てなんですが、おととし、２０１２年、

国のほうで自転車政策のガイドラインと

いうのが示されているというふうにお聞

きしています。

　それで、自転車がどこを走るのか。自

転車専用道であったり、自転車レーンで

あったり、そういうところが整備できる

ところは整備していこうというふうなこ

とだし、整備できないんだったら、これ

は道路の左端を走るんだというふうな、

これを徹底しようというふうなことだと

いうふうに認識しています。

　ただ、そこらあたりがこれまで曖昧で

あったというふうなことの中で、自転車

利用者の方たちもそれを徹底できない。

交通安全指導なんかの中でも、徹底でき

ていなかったんじゃないかなというふう

に思うんです。だから、今回、道路交通

法の改正前後とで、説明が若干食い違っ

てくるところなんかもあるんじゃないか

なというふうに思うんですが、そこらあ

たりのところ、再度お聞きしたいと思い
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ます。

　あと、自転車政策のガイドラインとい

うふうなことで、これを自治体のほうに

も計画づくりをしていこうというふうな

ことで国から投げかけられているんじゃ

ないかというふうに思うんですが、そこ

らあたりの取り組みがどうなのかお聞き

したいと思います。

　次に、公共交通整備事業です。バスの

関係では、ずっと多くの皆さんから寄せ

られる声で、便利で利用しやすい、そう

いうバスというふうなことですけれども、

やっぱりいろんな制限もあって、今の状

態になっているんだというふうなことだ

というふうに思います。だったら今の状

態の中でも工夫できることをもっと真剣

に取り組まないといけないんじゃないか

というふうなことなんですが、バスのベ

ンチのことで先ほど答弁がありましたが、

バス事業者と相談してやれるところはやっ

ていただきたいと思います。例えば、市

内循環バスです。摂津市が走らせている

公共施設巡回バスのほうもです。市内循

環バスも摂津市が補助金を出して、この

ルートでというふうなことで走らせてい

る部分で、その路線でそのベンチが置け

るところというふうなことで、検討とい

うか、模索はしているんでしょうか。例

えば、温水プール前のバス停ですね。温

水プールの前は十三高槻線の広い通りで

す。歩行者が歩いているところから、ぐっ

とへこんだ、そういうスペースもありま

す。正雀公園の前なんかでも公園のベン

チは随分と道路からは遠いですから、道

路に近いところにベンチを置けるような、

そういう工夫なんかもできるんじゃない

かなというふうにも思いますし、例えば、

私が住んでいる近くで、千里丘東４丁目

の、これは市内循環バスのバス停ですけ

れども、あそこは自治会の掲示板がある

スペースが道路からぐっとへこんでいま

すから、そこに自治会のほうでベンチを

置かれているんだというふうに認識して

いるんですけれども、そういった取り組

みも、やっぱりやっているところはやっ

ているわけで、やっぱり市としても、公

共施設巡回バスだったら、公共施設のあ

るところにバス停を設けているんだから、

その利用をされる方がバスを待っている

間に高齢の方が結構多いというふうなこ

とですから、しんどくないような、そう

いう配慮というふうなことがやられてし

かるべきじゃないかというふうに思って

おります。その点で、再度答弁いただけ

たらと思います。

　最後に、地盤沈下対策事業償還金負担

金の部分です。私も午前中、聞き違えて

いた部分もあったのかなというふうに、

今、改めてお聞かせいただきましたが、

平成７年から１０年までの間に摂津市で

工事をされ、８，７００万円ほど借り入

れと。１億にはなっていないですけれど

も大きな額なわけです。地盤沈下の影響

で、こういう下水でありますとか、また

道路だったり、最近の大雨の関係でした

ら、浸水被害とか、やっぱり市民にとっ

ても、また市の財政にとっても、いろい

ろと悪影響が出ているなというふうなこ

とを改めて感じております。

　そういった意味では、所管は環境政策

課のほうですが、今、新幹線の地下水汲

み上げは絶対だめだということで取り組

んでおりますけれども、そのことを強く

我々の所管のほうからも声を上げていく

べきだなというふうに感じております。

　また、あわせて鳥飼八町の地域で言い

ましたら、この間の地盤沈下はもちろん

ないというようなことですけれども、茨

木市、高槻市、近接しているわけですよ

ね。摂津市内では地下水のくみ上げを規
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制していますけれども、茨木市や高槻市

のそういう場所で大規模な地下水利用が

あったときに、地盤沈下による水路への

影響というのがあるんじゃないかなとい

うふうなことも思ったりしますが、近隣

に対する働きかけといいますか、この間、

近接している地域の地下水利用なんかを

調べるようなことがされてはいないのか。

下水道所管として、お答えできるようで

したらお願いしたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　それでは答弁をお願

いします。

　永田課長。

○永田道路交通課長　それでは、弘委員

の２回目の質問にお答えさせていただき

ます。

　まず、自転車の安全利用の市民啓発、

周知徹底のほうですが、確かに自転車政

策のガイドライン等が出て、市町村へ道

路走行空間の整備等に対しては通達が出

ております。

　現在、道路交通課では、まず駅周辺の

交通バリアフリーの整備に力を入れてい

るというのと、それと、自転車走行レー

ンに関しましては、現在大阪府のほうも

大阪高槻京都線のほうに茨木市域のほう

から順次進めているという話は聞いては

おるんですけども、それが道路管理者に

よるライン整備、あと警察本体がする法

定の自転車レーンの整備、その二つがあ

るんですが、茨木土木事務所のほうは道

路管理者のほうで警察と協議して進めて

いるというのは聞いております。

　本市としましても、道路幅員が狭小な

ところもありますので、府の施工の動向

を見ながら、また摂津警察とも協議して、

どういった形で整備していくかというの

も見据えて、研究してまいりたいと考え

ております。

　それから、バス停の件についてでござ

いますが、まず、公共施設巡回バスにつ

きまして、各バス停の位置は公共施設が

設置されている近辺にバス停があります。

例えば、公民館だとか体育館だとか、そ

ういったところの付近に設置しています

ので、バスを待っていただく間は公民館

だとか、その施設のほうで待機し、休憩

していただければいいかと考えておりま

す。それと公園なんかでは、一部、せん

だん公園などは公園内にベンチを設置し

て、バス利用者の休憩場所としてつくっ

ているところもございます。あと、おっ

しゃいました歩道幅員の広い温水プール

前の話は管理者が大阪府になってきます。

そのあたり、管理者とも設置が可能なの

か、その辺を協議した上で、バス運行事

業者のほうに働きかけてまいりたいと考

えております。

○藤浦雅彦委員長　石川次長。

○石川土木下水道部次長　地盤沈下の件

ですけど、高槻市、茨木市、近隣市での

地下水のくみ上げというのはどうなのか

というご質問ですが、直接の所管ではな

いので把握してはいないんですけども、

少なくとも、そういった地下水のくみ上

げによって地盤沈下が発生して、それに

よって神安水路を改修したというような

事実はないというふうに認識をしていま

す。

○藤浦雅彦委員長　新留参事。

○新留都市整備部参事　街路樹の管理面

のところは、公園で管理しているところ、

道路管理課で管理しているところがござ

いますけども、現在も連携してやってお

りますが、今後もこの点は情報交換を行

い、速やかな対応ができるように、また

連携してまいりたいと考えております。

　阪急摂津市駅の北側の堤防の整備につ

いてでございますが、堤防の整備内容、

管理運営につきまして、現在も茨木土木
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事務所と鋭意協議を進めておるところで

ございます。当該地の下流の堤防敷に駐

輪場がございますが、駐輪需要の高まり

もあり、駐車スペースがかなり不足して

おる状況もございます。この堤防敷に駐

輪場を増設できないかということで、道

路交通課とも検討しておるところでござ

います。

○藤浦雅彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　境川のところについてです。

堤防をどういう利用形態にしていくかと

いうことで、決まっていない中で駐輪場

というようなこともあり得るのかなとい

うふうな答えでしたけれども、思っても

いない答弁でしたが、ただ、どういう活

用にするにせよ、そういう計画をきちっ

と立てていかないことには、今の状態の

ままの放置というようなことになります

から、市のほうできちんと方針を持って

やっていってもらいたい、そのように思っ

ております。

　交通対策のほうなんですけれども、自

転車政策のガイドラインというようなこ

とで、国が示している分については、も

ちろん摂津市のような自治体の場合は、

なかなか新たに自転車専用道を通すみた

いな、そういうことは難しいというよう

なことはそうだと思うんです。だからと

いって、できないじゃなくて、できるこ

とが何なのかというようなことでつくっ

ていくのがすごく大事だというふうに思っ

ています。この間、自転車安全利用倫理

条例ができて、自転車の事故が起こるの

はマナーが悪いからというふうな、規則

を守らないからというふうな、そういう、

もちろんそういう側面はあると思ってい

ます。ただ、守れないような状況が各所

にあるというふうな、そこらあたりも担

当の所管のほうでも感じているというふ

うに思うんです。例えば、新幹線の側道

で、新在家のあたりです。自転車であそ

こを通ろうと思ったら、歩道側に寄らな

いと、大きなトラックなり大型車が通る

からというようなことで、歩道のほうは

水路の上のところの道を通るわけです。

ただ、あのまま通っていくと、途中でそ

の歩道がなくなって、自転車が通行でき

るのはここまでというようなことになっ

たときに、じゃあ、右側を走っているの

を左に渡って走れというふうなことに、

ルール上で言ったらそういうふうになる

わけです。もしくは住宅のほうに入って

いって大回りをしていくかという、そう

いう形態です。

　また、同じようにＪＲの線路沿いで、

庄屋や千里丘東のところ、ＪＲの南側の

道路を自転車で走るとき、東から西に走

る場合は左側を走ったらいいわけです。

そこに歩道があったり、路側帯があった

りします。ですけれども、逆に西から東

に、岸部のほうから千里丘のほうに向かっ

て走る場合には、やはりルールでいうと、

線路沿いに左側を走るというルールになっ

ていくんですけれども、そこを走ってい

ると溝に落ちそうだとか、そういうよう

な声も、やっぱりたくさん耳にするんで

す。そういうルールであるわけですけれ

ども、じゃあ、ルールを守らなくていい

というふうなわけではないですから、自

動車を運転している人も、自転車に乗っ

ている人も、お互いにそういうものなん

だというふうなことをきちんと理解して

いただけるような啓発と、同時に道の整

備というふうなことですね。今言ったＪ

Ｒの南側の道と、千里丘、正雀停車場線

の道にしても、線路に沿った部分のとこ

ろで、そこにグレーチングなり、ふたか

けをするなりとかというふうなことも一

部やっているところがあるのかなという

ふうに、コンビニのあたりでは、そうい
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うふたがあったりとか、千里丘にほど近

い、坪井のガードから千里丘の駅の区間

はそこのところが埋まっていたりとか、

そういう状況だったと思っているんです。

いろいろとやれること、まだまだやれて

いないことがあるというふうに思ってい

ますので、ぜひ、研究していただいて、

ガイドラインに沿った、摂津市としての

自転車政策、条例ができたから交通マナー

が高まる。もちろん、この間高まってい

るというふうに思うんです。実は交通事

故の件数なんかで言いましても、以前だっ

たら北摂で一番事故が多いとかいうふう

なことで、これは自転車だけではないで

すけれども、いろんな交通事故の件数な

んかを見ていったときに、平成２２年に

は大阪府内では７番目に事故の多い市と

いうふうなことだったのが、２３年には

それが１２番目、２４年には１３番目と

かというふうな、そういう資料も出てい

ますし、これは決算書を見ている中で、

所管違いなんですが、交通安全対策特別

交付金です。これはその自治体で交通事

故の起きた件数なんかも指標にしながら、

交通違反の罰金なんかを財源に交付金と

して各自治体におりている。そういうの

が今回の決算では１，４８３万５，００

０円でした。予算では１，７００万円組

んでいて、以前にはそれぐらい摂津市に

交付されていたのが、２５年は１，４８

３万円というようなことでしたので、事

故の数が減っているんじゃないかなとい

うようなことで、いろいろやっぱり私も

調べたんですが、やっぱりよそと比べて

も事故の件とかも減ってきているんだと

いうふうに思います。そういった点では

やっぱり自転車安全利用倫理条例もつくっ

たし、また、市としても、もっともっと

自転車で利用しやすいような環境整備と

いうふうなことにも取り組んでいくんだ

というふうな姿勢でお願いしたいという

ふうに思います。

　それとバスについても、もっと利用し

やすい、そういう工夫なり取り組みを、

マイカー社会から、そうではなくて、やっ

ぱり環境にも配慮し、健康にも配慮しと

いうふうな、いろいろとこの間交通政策

にかかわって、この委員会でも視察に行っ

た長野県松本市のほうでは次世代交通政

策というふうに言っていましたけれども、

自転車にしろ、バスにしろ、そういう公

共交通なり、環境に優しい、そういう社

会にしていこうというふうなことなんか

が最近ではいろんな自治体で取り組まれ

ていっていますので、この自転車の問題、

バスの問題、ぜひまた今後、研究して取

り組んでいっていただきたいなというふ

うに思っています。

　最後になりますけども、地盤沈下のこ

とですね。環境政策課のほうにお聞きし

ても、例えば地盤沈下の原因、特定をし

て、それをもって公害だというふうに断

定できるような、そういうのは難しいと

いうふうな、難しいというか、なかなか

そういう事例もないというふうなことで

あります。

　石川次長にお答えいただいたように、

ここに書かれている地盤沈下対策事業に

ついても、当時国鉄の地下水くみ上げが

原因だというふうなことで特定している

わけではないというふうに思うんです。

ただ、その影響がないのかといったら、

決してそうではないというふうに思って

いますし、その影響があるかもしれない

からというか、影響を想定されるからと

いうふうなことで、摂津市は協定を結ん

で、また条例もつくってというふうなこ

とで取り組んでいっているわけでありま

すから、近隣他市で、そういうふうなこ

と、同じように取り組めていないという
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ふうなことでありますけれども、同じ安

威川水系、地下水の水脈を何というのか

はわかりませんけれども、やっぱりそう

いうところに配慮をいただくような、そ

ういう働きかけも要るんじゃないかなと

いうふうにも思ったりするわけです。な

かなか今、法的な部分で、今後どうなっ

ていくのかというふうなことでの状況を

見守っている段階で、なかなか断定して

言い切るようなことができない部分もあ

るとは思っていますけれども、実際被害

が出て、影響が出るときには、道路や下

水や、やっぱりここの建設常任委員会の

所管のところに影響が来るんじゃないの

かなというふうに思っておりますし、こ

の問題は所管が民生常任委員会だという

ふうなことですが、ぜひわかる部分でま

た情報なんかありましたら教えていただ

きたいと思っております。

○藤浦雅彦委員長　弘委員の質疑が終わ

りました。

　ほかに質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○藤浦雅彦委員長　以上で認定第１号所

管分の質疑を終わります。

　本日の委員会はこの程度にとどめ、散

会いたします。

（午後４時２８分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　建設常任委員長藤 浦 雅 彦

　建設常任委員　木 村 勝 彦
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